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令和元年６月三種町議会定例会会議録 

 令和元年６月１３日三種町議会を三種町議会議場に招集した。 

 

一、出席した議員は、次のとおりである。 

     ２番  平 賀   真    ３番  伊 藤 千 作 

     ４番             ５番  児 玉 信 長 

    ６番  清 水 欣 也    ７番  加 藤 彦次郎 

    ８番  後 藤 栄美子    ９番  成 田 光 一 
   １０番  大 澤 和 雄   １１番  高 橋   満 
   １２番  工 藤 秀 明   １３番  堺 谷 直 樹 
   １４番  安 藤 賢 藏   １５番  小 澤 高 道 
   １６番  金 子 芳 継 

 

一、欠席した議員は、次のとおりである。 
     １番  三 浦   敦 

 

一、遅参した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、早退した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。 

 

町 長  田 川 政 幸  副 町 長  檜 森 定 勝

総 務 課 長  石 井 靖 紀  企 画 政 策 課 長  金 子  孝

税 務 課 長  金 子 英 人  町 民 生 活 課 長  高 橋  泉

福 祉 課 長  加 賀 谷  司  健 康 推 進 課 長  佐 々 木 恭 一

農 林 課 長  寺 沢 梶 人  商工観光交流課長  桜 庭 勇 樹

建 設 課 長  進 藤  敦  上 下 水 道 課 長  近 藤 光 明

琴 丘 総 合 支 所 長  工 藤 一 嗣  山 本 総 合 支 所 長  工 藤 伸 也

会 計 課 長  平 澤 仁 美  教 育 長  鎌 田 義 人

教 育 次 長  畠 山 広 栄  農業委員会事務局長  佐 藤 慶 一

 

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  後 藤  誠  議 会 事 務 局 主 査  池 内 和 人

議 会 事 務 局 主 事  近 藤 亜 美     
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一、本日の会議に付した事件 

 第１ 一般質問 

 

議長 金子芳継は、令和元年６月１３日、出席議員が定足数に達したので、本会議を開

会する旨宣告した。（午前１０時００分 開会） 

 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 おはようございます。 
 本日の出席議員数は１４名であり、定足数に達しております。 
 なお、１番、三浦敦議員から欠席届が出されております。 
 本日の会議を開きます。 
 会議録署名議員に欠員が生じましたので、３番、伊藤千作議員を補充指名

いたします。 
 日程第１．一般質問を行います。 
 順次発言を許します。 
 １４番、安藤賢藏議員。１４番。 

１４番 （ 安藤賢藏 ） 

 それでは、通告してあります２件について、前回も全く同じ内容の質問で

ございますが、今回は町営住宅の空き家について、これは前回、町長の答弁

で、町営住宅は空き家があるという答弁でございましたけれども、地域的

に、空き家が琴丘地区３カ所、これは６月３日の調査ですけれども、八竜地

区は１３件、以上１６件なんですね。町営住宅の空き家が６月３日時点で１

６カ所。 

 それから、住宅の居住費が、東二本柳が１万１，６００円、八幡越は高く

て５万２００円なんです。 
 町営住宅の入居条件として、同居する親族があること、自己所有の持ち家

がない、それから町外の方でも入居が可能であると。 
 私が問題視するのは、私は山本町出身ですから、どうしてもそちらのほう

に気持ちが入るんですが、この山本地区に、町長、町営住宅の空き家がない

んです。１軒もないんですよ。これは合併したからしようがないというか、

そういう結果なんですが、山本地区は３７戸の町営住宅があるんですが、八

竜地区は１３０戸の町営住宅があるわけです。山本地区には駅があるわけで

すよ。それで、私の知り合いの未亡人の方が、息子が今度、高校に行くの

で、能代の高校に行った場合、秋田の高校に行った場合、駅を利用すること

がまず不可欠であると。ぜひ安藤さん、このことも話してくださいというこ

とで。 

 今後、森岳を中心とした山本地域にも町営住宅をたくさん建てていただき

たいと。あるいは、前にもお願いした、森岳温泉の湯が余っているので、

シェアハウス、これは給料、所得に関係なく、民間手法でアパート形式のよ

うな、余っている温泉をたくさん使って、温泉三昧のシェアハウスがありま
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すよという宣伝をして、給料が、共稼ぎになっても住宅を出なくてもいいよ

うな施策を今後考えていただきたいということです。 

 ２点目のイージス・アショアについては、防衛省が地上配備型迎撃システ

ム、イージス・アショア、これは皆さん、魁新聞でもここ１週間びっしり勉

強していると思うんですけれども、住民向けの説明会が３日間あって、防衛

省のずさんな調査に住民から批判の声が相次ぐ中で、配備地は、防衛省は、

新屋以外にないと繰り返していると。 

 事実と異なる調査結果を示しておきながら、それでも新屋は適地なのだか

ら、どうかわかってほしいと訴えられても、住民の理解が得られるはずはな

いという論調での、これは新聞記事からの抜粋なんですけれども、このよう

な状況の中で、前回、町長は、私が絶対反対してほしいとお願いした時点

で、私は以前から反対だとおっしゃっていただきましたけれども、そういう

かたい信念で三種町の住民の安全・安心を、平和なまちづくりを進めていた

だきたいという趣旨での一般質問でございます。 
 以上２点、よろしくお願いします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １４番、安藤賢藏議員の壇上での質問が終わりました。 
 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 おはようございます。 
 それでは、安藤賢藏議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、町営住宅の地域的な不足についてのご質問でありますけれども、

こちら現在、町で管理している町営住宅は２２３戸となっております。その

内訳は、琴丘地域が５６戸、八竜地域が１３０戸、山本地域が３７戸で、山

本地域が一番少ないわけでございますけれども、平成２７年度から進めてお

ります大町住宅の建てかえ事業が完了しますと、機能回復により新たに６戸

が入居可能となる予定でございます。 
 町営住宅の戸数が地域的に偏っている状況となっている背景には、旧町時

代の町営住宅建設への政策の違いが反映されていると思われます。八竜地域

では、他の地域と比較して、民間によるアパート建設戸数が少なかったこと

が、町営住宅の戸数が多い要因の一つと推測しております。 

 現在、町内全体では１６戸の空き住宅があり、入居者の募集を行っており

ますが、入居希望者がいない状況となっており、現状では地域的に町営住宅

の戸数に差はございますが、三種町全体を鑑みますと、町営住宅戸数が不足

している状況ではないと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 
 続きまして、イージス・アショアの立地についてのご質問にお答えいたし

ます。 
 ご承知のとおり、この問題につきましては毎日のように新聞等で報道され

ており、配備候補地としての適地調査報告書に事実と異なるデータが記され

てあった問題で、県及び秋田市は、報告書を精査して再度説明するよう防衛
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省に申し入れております。 
 秋田市では、市民団体などが配備計画への反対を決議するよう求める請願

と陳情を市議会に提出しておりますが、現段階で、町として広報等を利用し

て町民を巻き込むような行動をとることは難しいものと考えております。 
 この件につきましては、これまでも議会で答弁申し上げておりますとお

り、地域住民の理解が得られていない状況下での配備計画には反対の立場で

ございますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 
 １４番、安藤賢藏議員の再質問を許します。１４番。 

１４番 （ 安藤賢藏 ） 

 町長、町営住宅の空き家が１６件、これはなかなか、１７日がたしか締め

切りかと記憶していますけれども、これは立地条件というものがやっぱり１

つあって、それから、結婚する、町営住宅にまず親と同居したくないから入

りますと。それで、２人でいれば、どうしても子供ができると。子供がゼロ

歳とか、２歳とか、３歳とかになれば保育所に預けてもらうと。奥さんも働

きに出るでしょう。奥さんであっても、パートでもじゅんさい採っても、そ

の辺のいろんなところで働いても収入があるわけだ。この前もしゃべったと

思うけどね。 
 これは当然、収入が共働きとなればふえますよね。では、出てくださいと

は言われないけれども、どうしても住宅費がどんと高くなって、７万６，０

００円だかなんか、そのぐらいになるんですよ、わかっていますよね。そこ

なんですよね。 

 この人手不足の中で、共働きをしなければいけない。共働きをして、まず

豊かな生活を目指すという中で、７万何ぼもこの田舎にいて住宅費にかけれ

ば、なら、私は能代に行って、まず家を建てるとか、アパートを借りると

か、そういうことが住民のことにつながっていくんですよ。そういう人、

例、何件も見ていますよ。 
 だから、ではどうすればいいかと。ならば、やっぱり町でいろんな方法を

使って、アパートとかシェアハウスとか、そういう所得に関係ない平等な住

宅を町で、何らかの手段で、ＮＰＯさんとか社会福祉協議会、あるいはやる

気のある民間の法人とかに観光協会でも組んで、森岳地区にできれば、温泉

三昧のシェアハウス、アパート、所得に関係ない、そういうものをつくって

いただけないかというお願いなんです。 

 そこをひとつ、もう一回考えてもらえませんか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 

町 長 （ 田川政幸 ） 

 お答えいたします。 
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 多分、大潟村にある例の件をある程度想定したケースだと思いますけれど

も、そちらのケースは一応、私でも少しは、ちょっと研究、勉強させていた

だいておりまして、町でのほとんど負担がない状況だということは大体認識

はしております。 
 ただ、土地だとか、そういう手続に関してはいろいろ、まだまだ勉強しな

ければいけない部分がありますので、そのあたりももう少し勉強させていた

だいて、できるようであれば考えますが、とりあえず今、町営住宅に関して

は今の現状がそのまま、まずあるということで、住宅が不足している状況で

はないということがまず第一前提にありますので、そこはひとつ理解した上

で、どうしてもという状況であれば、そこはしっかり考えていきたいと思っ

ております。よろしくお願いします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １４番。 
１４番 （ 安藤賢藏 ） 

 まず、町営住宅、あるいはシェアハウス、アパート、大潟村方式、それは

途中でしょうけれども、なるべく完成させることを期待しております。 

 続いて、イージス・アショアについてですけれども、原田防衛副大臣が先

月、山口県の萩市長に面会に行きまして、住民が納得しないうちは工事に着

工しないということを明言しているんですよ。これは中国新聞に載っていた

記事なんですけれども、それともう一つは、これも岩国市なんですけれど

も、ここもかかるんです。ごみ焼却炉を新設したんですね。総事業費１８８

億円、このうちの７４％、１３９億８，１００万円が防衛省の補助金で完成

したんです。 

 それで一方、我が秋田県は、秋田新幹線が、東京から今４時間近くかかっ

ているんですけれども、１０分間短縮するために７００億円を投じて、雫石

あたりからトンネルをつくるという計画が持ち上がって、これは佐竹知事が

非常に国にお願いに、陳情にこれから出るわけです。たった１０分間、新幹

線が秋田に到着するのが早まるというだけで７００億円をかけると言うんで

すよ。 
 それと、イージス・アショアの米国との契約に、防衛省は、関係自治体、

秋田県とか秋田市に契約の前に伝達して、異論がなかったということも、こ

れは新聞で出ているんですね。 
 それで、最近の新聞、テレビ等で聞いていると、国の問題になってきて、

安倍総理までも答弁するようになってしまって、防衛省がふがいないという

ことで、非常に立地しにくい状況になりつつあると私は考えておるんですけ

れども、問題は３点目の、秋田県の新幹線を１０分間短縮するために７００

億円をかけてトンネルをつくるということを国に要望していると。これは、

やっぱりどうして考えても、斜めから見たわけでもない、真上から見ても、

正面から見ても、１０分間のために７００億円をかけるということは、この

タイミングでは、やはりこのアショアの立地に私は結びつけることが当然だ
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と思うんですよ。 
 私の考え方は違いますか。違うかな。ちょっと、これは答弁をお願いでき

ますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 
町 長 （ 田川政幸 ） 

 済みません、お答えいたしますけれども、その件についてはなかなか答え

づらい部分は当然あるんですが、多分そういう関連性は、私の口からは

ちょっと、ないのではないかなとしか言いようがないですね。よろしくお願

いします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １４番。 

１４番 （ 安藤賢藏 ） 

 横手のほうで、さらに、この間、現場で聞いてきたんですけれども、４０

０億円かけて、ある事業をやるということが、横手市の市会議員から聞いて

きたんですよ。これも国の事業なんです。 

 そうやっていくと、どうも我々県民のかなりの人が反対している中で、国

から補助金をいただいて、アショアを何とか実現するという。この防衛省の

問題が出たときは、佐竹知事も大変憤慨して、白紙に戻ったとかという答弁

をしてくれたんですが、立地する秋田市長の方は案外ノーコメントなんです

ね。いいも悪いも言わないんですよ。推移を見守ると。 

 ということで、どうもアショアを立地させれば、かわりにあめ玉を秋田県

にあげますよというふうな感じに思えるんですね。思えるのは、私の心が曲

がっているせいもあるけれども。 

 秋田県、ご説明を、イージス・アショアの配備についてというものを、こ

れはある県の関係者からもらったんですけれども、この防衛省で出した資料

も、非常に、全然問題ないと、全く問題ないという書き方なんですよ。だか

ら、全く問題ないことはわかるんだけれども、わかるのではない。全く問題

はあるんですよ。 
 この間、ご婦人の皆さんの会に出席させていただいたときに、電磁波のこ

とについて質問がありまして、私は少しだけ勉強していたものだから、お話

ししたんですけれども、やはり人体に低周波というもの、特に子供、赤ちゃ

んとか、それから、ちょっとお年を召した方とか、体の弱い方には影響があ

るという、これが世界の基準なんです。世界標準なんです。 
 ですから、やっぱり新屋はちょっと無理があるなということで、アショア

については既にアメリカとの契約の際に、秋田市長も、秋田県知事も異論を

申し上げていないということについて、もし三種町だったらどうしますか。

大変なことですよ。やっぱり私たちも、秋田市だけの問題でなく、秋田県全

体の問題として捉えていかないといけないと思いますが、もう一回だけ答弁

をお願いします。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 

町 長 （ 田川政幸 ） 

 お答えいたします。 
 何度も申し上げているとおり、この件については、明確にまず、こういう

正式な場で表明させていただいておりますので、こういう状況では、まず配

備には反対だという部分はしっかり申し上げていきたいと思います。（「終

わります」の声あり） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １４番、安藤賢藏議員の一般質問を終わります。 
 次に、１１番、高橋満議員の発言を許します。１１番。 

１１番 （ 高橋 満 ） 

 それでは、さきに通告しております件について、壇上での要旨をお話しし

ます。 
 旧町時代に建設されました公共施設、当時の人口は３町合わせて２万５，

０００人以上という時代であり、集落等に全て対応するという、非常に頑

張った証ではあるわけです。 
 この数多く、更新時期を迎えました施設ではありますけれども、活用、利

用はだんだん少なくなっているのではないかと。なぜかというと、人口も減

少しているということが想定されているわけですけれども、この老朽化が進

む施設の建てかえや改修などの費用の増加も当然予想されております。 

 今後は、人口減少等により利用者がますます少なくなり、施設維持が難し

くなっていくことは想像に難しくありません。 

 そこで、次の点についてお伺いいたします。 

 １つ、学校教育系施設の４０年以上経過した施設が２０カ所以上あると思

いますが、これの年次計画、どのように改修計画等々を考えているのかお伺

いいたします。 
 １つ、各自治会の管理者は、修理及び補修し、整備維持に努めると契約等

で書いておるわけですけれども、この中で、平成２９年度、平成３０年度の

所管する課別の事業費といいますか、補助費といいますか、そういうものを

お伺いいたします。 

 １つ、今後、改修、新築には、自治会員減少などで多大な負担が想定され

るわけですけれども、その計画であったり、対応策であったりはどのように

考えておるのでしょうか。 
 １つ、総務課が一元管理をすると書いてあるんですけれども、それの今ま

での進捗状況はどうなっているんでしょうか。 

 以上、壇上での質問をいたします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番、高橋満議員の壇上での質問が終わりました。 
 当局の答弁を求めます。教育長。 
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教 育 長 （ 鎌田義人 ） 

 初めに、学校教育系施設整備の年次計画について、私からお答えいたしま

す。 
 現在の学校施設は、１０施設、２０棟となっており、ほとんどが昭和４０

年代から５０年代前半にかけて整備されたものでございます。 
 平成２１年度から２６年度まで、耐震補強工事を実施するとともに、非構

造部材の耐震化にも取り組んでまいりました。 

 また、経年による建物の損傷や劣化における機能低下につきましては、必

要に応じた部分改修を行い、施設の維持管理に努めております。 
 しかしながら、施設の老朽化に伴う広範囲に及ぶ外壁の損傷、各種配管類

の更新等につきましては、部分的な補修では解決困難であるため、施設全体

を対象とする抜本的な対策が必要と認識しております。 

 今後、大規模な改修や建てかえには多額の費用が必要になることから、今

後策定する予定の小中学校の再編計画とも整合性を図りながら、施設の経過

年数、これまでの改修程度、さらには安全面や機能面などを総合的に勘案

し、整備計画を立てたいと考えております。 

 私からは以上であります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 
町 長 （ 田川政幸 ） 

 続きまして、私からは、高橋議員の２点目以降の質問についてお答えいた

します。 
 ２点目の、各自治会集会所の修理、補修等、整備実績についてであります

が、集会所につきましては、集会所等施設整備費補助金の制度により、自治

会が管理する集会所の修繕等に補助金を交付しております。 
 本制度は、修繕に関しては事業費の２分の１を補助し、残りの２分の１を

自治会にご負担をお願いしておりますが、自治会の負担軽減の観点から、自

治会の負担額が加入世帯１世帯当たり２万円を超える場合には、これを超え

る額を補助額に加算しており、補助金の上限額は４００万円となっておりま

す。 

 本補助制度の平成２９年度の修繕部門の実績は、９自治会、事業費１，６

８３万円に対し、補助金１，２５２万円を交付し、自治会負担が４３１万円

となっております。 

 また、平成３０年度は７自治会、事業費７５４万円に対し、補助金５６９

万円を交付し、自治会負担が１８５万円の実績となっております。 

 次に、３点目の、自治会会員減少による負担増への対応策についてであり

ますが、今後の改修や新築につきましては、人口減少などの現状を勘案し、

各自治会との相互理解を図りながら、全ての集会所の保全が必要なのか、新

築の必要性があるのか等を見きわめながら、本補助制度の見直しなども視野

に入れ、社会情勢の変化への対応と地域コミュニティー推進のバランスを
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図ってまいりたいと考えております。 
 次に、４点目の、公共施設管理運営の進捗状況についてでありますが、町

では厳しい財政状況が続く中、今後、人口減少等により、公共施設等の利

用、需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、公共施設等の現

況、更新費用の見込みと基本的な方向性を示すため、平成２９年２月に三種

町公共施設等総合管理計画を策定いたしました。 

 その後、平成３０年２月に策定した公共施設個別施設計画におきまして

は、調査、分析した施設ごとの更新、統廃合、長寿命化などの具体的な方向

性を示し、利用者の安全を最優先に、社会情勢や住民ニーズの変化等に応じ

た見直しを行いながら、公共施設等の最適な配置を目指すこととしておりま

す。 
 本計画の実績につきましては、計画２年目の昨年度は、八竜体育館大規模

改修工事など改修１３件を実施し、今年度は、琴丘診療所解体工事など除却

４件、ゆうぱる大規模改修工事など改修２３件、山本公民館、山本総合支所

建設工事の複合１件を実施する予定としております。 
 計画３年目を迎える今年度は、個別施設計画で、集約、廃止、検討などの

方向性を示している２７９施設についての進捗状況を調査、把握し、令和７

年度まで延長された合併特例債の活用など有効財源を模索しながら、将来の

更新費用の平準化と削減により、持続可能なまちづくりを目指してまいりた

いと考えております。 
 以上であります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 

 １１番、高橋満議員の再質問を許します。１１番。 

１１番 （ 高橋 満 ） 

 答弁ありがとうございます。 

 教育長にお伺いいたします。 
 １つ目の部分です。実施時期は未定ではあるんですけれども、山本地区の

保育園、それから小学校、こういうものも集約するという方向で検討してい

るという話で書いておりますけれども、これに間違いございませんか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育長。 

教 育 長 （ 鎌田義人 ） 

 お答えします。 

 今、アンケートを実施しております。保育園についても、学校について

も、保護者を対象にして実施しておりますので、その結果を見て、この後、

判断していきたいと。そう考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 
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 それで、保護者の方々が一番関心があるし、それからおじいさん、おばあ

さん等も非常に関心を持っておるところです。 

 施設の、要は跡地利用、新しい、たしか施設もありますし、また補強等々

の工事も行っている施設もあります。こういう施設がまず統合されると使用

しなくなるわけでありまして、こういう施設を集約と同時に跡地利用も検討

するべきだと思っておりますが、時期が決まらないうちはなかなかそうなら

ないわけですけれども、そういうふうにして並行して跡地、施設の利用も考

えていくべきではないのかなと思っていますけれども、その点についてもご

答弁をお願いしたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 
 個別施設計画で再編となっております施設の跡地利用につきましては、ま

だ小学校、保育園、方向性が定まっておりませんので、具体的な箇所がまだ

定まっておりません。その辺の状況を見ながら協議していきたいなと思って

おりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 今までの、今までというのもちょっと変ですけれども、いろいろな統廃

合、各市町村のを見てみますと、ほとんどその跡地の施設の利用が後手後手

に回っているところが多くて、非常に統合ありきで、優良な施設といいます

か、これがおざなりになっているというものが非常に散見されるわけであり

まして、やはり当然そういう施設も維持管理費というものは必要なわけで

す。 
 そういうこともある程度考えていかないと、ますますその修繕費、当然か

かり増しになると思いますので、やはりこういうところは、まず原案はなか

なか出しづらいわけですけれども、内部で検討して、統合が固まったと同時

にスタートできる体制づくりが私は必要ではないかと思っているわけです。 

 これは、なぜそうかといいますと、例えば、非常に言いづらい部分なんで

すけれども、優良施設を利用する、集約といいますか、そういうことも時と

場合においては、やっぱり説得する一つの方法で進めるべきではないかとい

うことも考えているんですけれども、要は新しい施設をどんと建てて、まだ

使える施設を再利用といいますか、再活用しないわけではないんですけれど

も、非常に時間がかかるという、こういうことが多く見受けられるので。 

 その点についての考え方といいますか、内部でいろんな検討をしていると

思うんですけれども、その部分でのお考えをお聞かせ願えればありがたいと

思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 
 町内の施設については、経過年数３０年以上過ぎた施設が多々ございま

す。再編によって使わなくなった施設も出てくるとは思いますけれども、そ

の安全性を鑑みまして、後々利活用できるかどうかも含めて判断していきた

いと考えております。 

 以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 そこで、個々の施設の特性に応じて、優先順位の考え方を整理するという

方向で進めておると思いますけれども、優先順位の考え方を整理し、進めて

いく必要があるということで、この施設計画が出されていると思うんですけ

れども、個別の施設の対応という内容にはなっていないように思います。 
 ですから、要は優先順位の考え方をどう持っているのか。こういうことの

検討は当然していると思うので、その付近のことを、今お話しできるかわか

りませんけれども、そういう考え方で進めていっていると思うので、大きい

部分でも構わないので、ご答弁願いたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 施設の優先順位という、はっきりした順位はつけておらないと思っており

ますけれども、いずれ集約や複合、それから除却、検討という種類で、個別

ごとに今後、令和８年度までの計画を、方向性を示しているものでございま

して、それについて今、計画３年目を迎え、どこまで進捗しているのか、集

約するのか、解体の意向はどうなっているのか、その辺の今年度、調査をし

て、しっかり管理していきたいと考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 ぜひそういう方向で検討をしていただきたいなと思っております。 
 それから、２つ目の件でありますけれども、所管する課が複数存在してお

ります。この助成金の基準は、先ほど、町長もご答弁していただいたんです

けれども、全ての、複数の課が同一の基準で行っているということで間違い

ないでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策 （ 金子 孝 ） 
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課長  お答えいたします。 
 基準については、同一の基準で対応させていただいているところです。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 わかりました。 

 自治会の備品とかは、やはり使用する人方が使うものですから、半分、２

分の１、金額的にはちょっと差があるわけですけれども、そういう方向で

いっていると。 
 今後もそうしていくと思うんですけれども、実は、備品程度ならよろしい

んですけれども、屋根、塗装代だとか、それから外壁だとか、いろんな大き

い金額の改修といいますか、補修が必要になっている施設もあります。自治

会員が多いところは、非常にまず自治会費を含めて金額を持っていると思う

んですけれども、いわゆる少人数の自治会員が有している施設については非

常に、先ほど言われました、１人２万円を超えないなど、そういう措置をし

ていると思うんですけれども、この２万円という金額自体も、実は、高齢者

の方で、年金だけで生活している方というものは、なかなか協賛してもらえ

ないというか、理解はしていると思うんですが、なかなか出せないような状

況もあります。 
 ですから、こういうところを少し緩和しながら、早め早めに自治会の会

館、名前はちょっと違うんですけれども、そういうことがしやすいようにす

るべきだと思うんですが、そういう要望とかはなかったのでしょうか。お伺

いしたいと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 お答えいたします。 
 今の議員ご指摘のとおり、各地区におきましては高齢化とか、いろいろそ

ういう人口減少とかの問題が取りざたされているところでございまして、２

万円という基準も、今まではそういう問い合わせはなかったかということな

んですけれども、中には当然、負担が安くなれば一番いいわけですけれど

も、特段、私自体は、それに対して高過ぎるとかというようなお声は現在聞

いておりません。 
 ただ、この基準とかにつきましても、今、申し上げたとおり、だんだん地

域も、地区も高齢化等続いている状況ですので、今後いろんな面で施設のあ

り方について検討していく中で、その辺の基準も見直すときが来るのではな

いかと思っているところでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 
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 要は、自治会の会員数が多いところ、こういうところは対応できるかもし

れませんけれども、先ほどお話しした、人口が非常に減少して少子高齢化が

進んでいる集落は特に、これが足かせになってなかなか進めないと私個人的

に思うんですけれども、そういう金額であったり、上限についての要望とい

うか、そういうものはなかったということで間違いございませんか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 

企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 先ほどお答えしましたとおり、私自身はちょっと耳にはしていないんです

けれども、その辺ちょっと再度確認してお答えしたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 

１１番 （ 高橋 満 ） 

 ぜひ確認をしていただいて、あわせて、やっぱりこの部分についてはもう

ちょっと内部で議論をして、自治会員が進めやすいような方向で対処するべ

きだと思いますので、ぜひその点についてお願いしておきたいと思います。 

 それから、先ほど説明されました、三種町公共施設等個別施設計画の中

に、計画の取り組みというところに、総務課が横断的に対処、対応すると。

整合性を図りながらやると書いているんですけれども、これは２９年とか３

０年には、話し合いというものはどの程度しておったものでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 この計画策定の際に、各課からいろんな所管の施設、状況、利用者数と

データを出していただき、今後どういう方向で施設を管理していくかという

話し合いのもとに、この計画が策定されております。 
 先ほど申し上げたとおり、平成２９年度から令和８年度までの１０年間の

計画になっておりまして、今年度、３年目を迎えております。各所管課で集

約するとか、複合施設をつくるとか、廃止、除却するという方向性を定めて

おりますので、今年度、まず１１月までにその進捗状況、各施設においては

関係自治会と協議する必要もありますので、その辺の進捗状況を調査し、集

計したいと思っております。 
 その暁には、来年度の予算にも反映させていくべきかなと思っております

ので、ご理解をお願いいたします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 この個別の計画をちょっと見させてもらったんですけれども、自治会の施

設とは限らないんですが、ほとんどが自治会は指定管理になっておりますけ
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れども、地域関係で指定管理になっていないところもあるようなんですが、

その施設というものは、どういう関係で指定管理になっていないのか、

ちょっと教えてもらいたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 現在、集会所として利用いただいているものが８２施設と認識しておりま

して、指定管理されているものが５１施設ございます。自治会で単独でやっ

てもらっているものが３１施設になっておるわけでございますけれども、こ

れにつきましては、当時、自治会で建てられた建物と認識しております。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 そういう施設も当然ありますけれども、地域で公民館等の、自治会等で集

まる、地域の独自性がある施設、それでも、会館がない場所でも公民館みた

いな感じでなっておりますけれども、これも指定管理で使ってもよさそうな

施設もあるんですが、それはそのまま放置しているというのも変ですけれど

も、何か学校のほうに移動するとかなんとかと書いている施設もあるようで

すが、それはどういう内容の施設なんでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番さん、先ほどの保留されておりました答弁を、担当課長より答弁さ

せます。企画政策課長。 

企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 先ほどのご質問にお答えします。 

 ２万円負担に対する苦情というものは特段来ていないようですけれども、

ただ相談の中で、できれば安いほうがいいというようなお話はあると聞いて

います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 苦情でなくて、要望されていませんかということなので、その文言は違う

と思いますが、いいです。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 八竜地区だと、例えば芦崎のせいぶ館等のことをおっしゃっているのかな

と思いますけれども、これにつきましては町で地区館として管理して、ご利
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用いただいている経緯もございます。 
 そういう現在、指定管理を受けてもらえない集落も何カ所かございまし

て、あくまでも町で管理してくださいと。ご理解を得られない地区も中には

ございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 

１１番 （ 高橋 満 ） 

 今の総務課長がお話しした、要は引き受けてもらえないということがある

ようなので、やっぱりそれは公平的な立場から考えても、やはり皆様方で説

得をして、そういうふうにみんな平等にするべきだと思っていますので、そ

ういう方向で進めているとは思いますけれども、再度そういう方向性を打ち

出してもらいたいとお願いいたします。 

 それから、これもちょっと気にかかる部分なんですけれども、いわゆる個

別施設計画の中で、住民や議会、関係機関等と情報を共有し、意見を聞きな

がら進めるというふうに、いつもの書き方だと思うんですけれども、大体は

もう決まって、確定してから出すのがいつものようなパターンなんですけれ

ども、やはり重要な施設、まあ重要でない施設はないと思うんですけれど

も、そういうことでも、やはり議会であったり、関係機関であったり、もち

ろん住民は当然でありますけれども、十分に意見を聞きながら対応していた

だきたいと思っておりますが、今後の方向はどうお考えでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 

 今お話しされている集会所等につきましても、人口減少により統廃合をす

る必要も出てくる可能性もございます。当然、地域住民の方と、近隣と同じ

場所に建てるのか、それとも集落内の人口が少なくなって、空き家等の改修

をしてご利用いただくとか、当然そういう協議をしていかなければならない

と思っておりますので、まずその辺の相互理解が第一だと思っております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 わかりました。よろしくお願いしたいと思います。 
 ちょっと関連があるのでお伺いいたします。 

 ふるさと情報資源センターの件でありますけれども、今現在は、そこは観

光協会が管理をしているんでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 



- 54 - 

 今現在は、交流センターの部分につきましては観光協会で管理をしてござ

います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 その残りの施設はどこで管理をしていらっしゃるんでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 建物に入って左側の部分につきましては、観光協会が事務所として使って

おりまして、一部ぷるるんが商品の展示という形で、ぷるるんでも使用して

ございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 情報資源センターを当初、管理するということでセンター長を置いて、あ

そこをたしか管理していたと思うんですけれども、当然それは契約に基づい

て管理をお願いしていたはずだと思うんですが、その契約書というものはど

のような契約であったのか。概略でも構わないので教えていただきたいと思

います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 

 契約という形ではなく、使用許可という形で使用させております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 そうすると、使用をやめるという一方的な通告だけで撤退したということ

なのでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 

 いずれ、ぷるるんの部分につきましては、全て撤退ということではなく、

一部、商品の展示、ＰＲとして活用させていただいております。 

 現在は、施設の大部分を観光協会が中心となって使用している現状でござ

います。（「何か答弁が違うんじゃないですか。かみ合っていないな」の声

あり） 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 もう一つ、では質問してください。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 物産センターの、いわゆる一方的に解除するということで、それでもう撤

退したのですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 
 私どもとしては、ぷるるんが撤退したとは考えてございません。まだ、ぷ

るるんでも施設を利用していると捉えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 

１１番 （ 高橋 満 ） 

 わかりました。 
 当然、すると、利用しているということは、そこの利用料金といいます

か、維持費は負担しているということで間違いないですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 
 維持費は負担してもらっております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 

１１番 （ 高橋 満 ） 

 たしか記憶が間違っていなければ、電気とか水道、そういうものは地域会

社と観光協会と按分するということで負担してきたと思うんですけれども、

一部使っているにしても、当初の考え方から見ると、ちょっと違うと思うん

ですけれども、いかがなものでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 

 いずれ建物の占用部分につきましては、当初から変更になってございまし

て、ぷるるんのほうがかなり面積的には足りなくなって、観光協会が主な部

分を占めている現状でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 最後に。撤退ではなく、戻ってくるということも当然想定してということ

なのでしょうか。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えします。 
 最終的にはぷるるんのほうで判断することになるかと思いますが、いずれ

経営状況等で、ぷるるんでよくなっていけば、また戻ってくるという可能性

もあるのではないかと考えております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番。 
１１番 （ 高橋 満 ） 

 非常に曖昧な答弁で、イタチごっこのような形になりますけれども、要は

当初の計画どおりに進めば、こういう問題はないんですけれども、先ほど私

が言ったとおり、簡単に撤退するということを相手側に委ねているという今

の答弁でしたので、そのようなことは決してあるべきではないと思っていま

す。今後の対応を見守りたいと思います。 
 以上で終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １１番、高橋満議員の一般質問を終わります。 

 次に、２番、平賀真議員の発言を許します。２番。 
２番 （ 平賀 真 ） 

 それでは私から、さきに通告しております２点の件について、当局の答弁

を求めたいと思います。 
 １点目でございます。通園・通学路の安全対策をお伺いいたします。 

 全国各地で児童生徒を巻き込む悲惨な事故、事件が多発しております。 

 町では、通園・通学路の安全確認を行ったと思いますが、調査結果と具体

的対策をお伺いいたします。 
 ２点目でございます。高齢者を取り巻く諸問題への対策をお伺いいたしま

す。 
 高齢者を取り巻く社会環境の変化により、さまざまな問題が発生しており

ます。交通事故の加害者、詐欺の被害者など多岐にわたっております。 

 交通安全対策協議会では、高齢者ドライバーに対しどのような指導を行っ

ているのか、お伺いします。 

 また、高齢者の免許保有者数、これまでの免許返納者数をお伺いいたしま

す。 

 また、全国各地でさまざまな詐欺被害が発生しております。町では、詐欺

に遭わないよう啓蒙活動を行っておりますが、十分生かされているのでしょ

うか。 
 みたね大学、老人クラブ、婦人会等の会合で、被害を防ぐための学習会は

行われているのか、お伺いいたします。 
 以上で壇上からの質問を終わります。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番、平賀真議員の壇上での質問が終わりました。 

 当局の答弁を求めます。町長。 
町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、平賀真議員の、通園・通学路の安全対策についてお答えいたし

ますが、保育園関係については私から、それから学校関係については後ほど

教育長からお答え申し上げますので、ご了承くださるようにお願い申し上げ

ます。 
 保育園の通園路の安全確認についてでありますが、保育園への送迎は、琴

丘保育園の園児バス利用以外、保護者が行うことが原則でありますので、通

園路の設定はしていないことから、安全確認調査を実施しておりませんが、

小学校で実施した危険箇所等の安全点検結果の情報等を参考に、保護者会な

どの機会を利用して、情報交換や意見交換を行いたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
 続きまして、高齢者を取り巻く諸問題への対策についてお答えいたしま

す。 

 高齢者を取り巻く諸問題への対策についてでありますが、議員ご指摘のと

おり、高齢者ドライバーによる痛ましい事故が最近多発しており、町といた

しましても、なお一層の安全運転の啓発に努める必要性を痛感しておりま

す。 
 議員ご質問の、三種町交通安全対策協議会は、交通事故撲滅を目指し、町

内の関係機関や団体との連絡、調整を図り、交通ルールの遵守、交通環境の

整備、啓蒙活動等に努め、交通事故のない、明るく住みやすいまちづくりを

図ることを目的としております。 

 協議会として、高齢者ドライバーに対しどのような指導を行っているかと

いうご質問ですが、年１回、研修会を開催しており、昨年はネクスコ・パト

ロール東北から講師をお招きし、高速道路の交通安全をテーマに、高齢者ド

ライバーの逆走事例等についてご講演いただき、出席した会員が研修内容を

各地域に持ち帰り、啓蒙活動をお願いしたところであります。 
 また、会員である各交通安全協会による交通安全のぼり旗の設置、交通指

導隊による街頭指導及び巡回広報等、年間を通じて活動していただいており

ます。 
 次に、６５歳以上の高齢者の免許保有数、これまでの免許返納者数につい

てでありますが、保有者数については、年齢別のデータはなく、平成３０年

１２月末現在で、三種町全体では、男性６，２１１名、女性５，４３４名

の、合計で１万１，６４５名となっており、そのうち返納者数は、男性２２

名、女性１６名の、合計で３８名となっております。 
 ご質問の後段、詐欺被害への対策についてでありますが、高齢者を狙った

詐欺被害は全国的に多数発生し、後を絶たない現状でありますが、町では毎

年、町民祭において、消費者行政推進事業として講演会を開催し、特殊詐欺
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防止のための啓蒙活動を行っているほか、日常的には、商工観光交流課に相

談窓口を設け、年間、十数件の個別相談に対応しております。 

 また、町内での詐欺行為等の発生が複数確認された際には、防災行政無線

を通じて注意喚起を行っております。 
 議員ご指摘の、各種団体での学習会につきましては、みたね大学や地域の

老人クラブを対象に学習会や講座を開催しており、被害防止のためには有効

な対策と考えられますので、今後も継続して学習会等を開催してまいりたい

と考えております。 
 私からは以上でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育長。 
教 育 長 （ 鎌田義人 ） 

 それでは私から、通学路の安全対策についてお答えします。 
 児童生徒が安全に安心して通学できるよう、学校、ＰＴＡ、教育委員会、

道路管理者、警察等の関係機関が連携し、共通した認識を持ちながら、通学

路の安全を推進していくことは大変重要であると認識しております。 

 本町においても、通学路の安全確保に向けた取り組みを効果的、効率的に

推進するため、平成２８年３月に三種町通学路交通安全プログラムを策定

し、通学路における児童の安全確保に努めております。 
 具体的な取り組みといたしましては、通学路合同点検等を実施しており、

町内小学校における危険箇所を関係機関と教育委員会で点検しております。 

 平成３０年度における、交通に関する危険箇所は５校で１８カ所でありま

すが、学校、スクールガードや見守り隊、警察による巡視等により安全指導

を徹底しているところであります。 

 また、平成３０年の５月、新潟における児童殺害事件の発生を受け、登下

校時における防犯対策として、見守りの空白地帯等の危険箇所を把握するた

め、防犯の観点から、通学路緊急合同点検を実施しております。危険箇所

は、５校で１１カ所でありますが、学校や地域、警察による巡回等で防犯対

策に取り組んでおります。 
 今後ともこのような取り組みを継続するとともに、学校、ＰＴＡや関係機

関との連携を強化し、三種町通学路交通安全プログラムに基づくさまざまな

通学路の安全を推進し、児童の通学時における安全確保に努めてまいりま

す。 
 以上であります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 

 ２番、平賀真議員の再質問を許します。２番。 

２番 （ 平賀 真 ） 

 それでは、１点目の、通学路の安全対策について、再質問を行いたいと思

います。 
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 ただいま教育長の答弁によりまして、関係団体等と連携を持って、交通安

全または防犯等を行っているとお伺いいたしました。 

 危険箇所の把握は努められたということでございますけれども、いつ何ど

き、そういった危険箇所以外でも、まさに何が起こるかわからないのが現代

の社会でございます。 
 当然、関係団体が幾ら見守っても、一番大事なことは、児童生徒の心構え

も関係してくるかと思います。 

 要旨には含めませんでしたが、当然、学校でも児童生徒に常日ごろの交通

安全、また不審者等への対策等を行っていると思いますが、教育委員会等で

はどれぐらい、当然、通学路の安全も含めて、学校での指導内容ももし把握

しているようでしたらお知らせ願いたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 お答えいたします。 
 各学校では、４月に交通安全教室を開催しております。また、１回だけで

なくて、３回、４回と継続して開催している学校もあります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番。 
２番 （ 平賀 真 ） 

 どうか全て、学校の先生方も本来の授業等で大変お忙しいことは十分わか

りますけれども、こういった児童生徒の生命を守るということも第一番の大

きな観点かと思いますので、交通安全、そしてまた不審者等、命を守る教育

というものを、事あるごとに校長会等で教育長の口からご指導いただければ

と思います。 

 次に、２点目の、高齢者を取り巻く諸問題の件でございます。 
 本当に毎朝、テレビ、ニュース等、ワイドショー等で高齢者の大きな交通

事故が取り上げられております。その対策として、いろいろな形で今、対策

を講じられているようでございますが、私自身としては、余り年齢で分ける

という言い方でしょうか、高齢者だから危険というふうな、大変失礼な考え

方かと思います。８０歳を過ぎても、私よりも体力、気力全てにすぐれてい

る方も私は存じ上げておりますので、一概に年齢だけで判断するということ

はどうかと思いますけれども、しかしながら、どうしてもこういったクロー

ズアップをされるということが現状でございます。 

 先ほどの答弁の中で、６５歳以上の免許保有者数が町内１万１，６４５

名。そのうち返納された方が３８名という数字が出ております。当然、返納

するということは、今後一切、自動車には乗らないということでございます

が、当然この地域において、自動車がなければ日常生活には大きな支障が生

じることと思います。都会であれば、要は公共交通機構が十分発達している

ところであれば、免許を返納する方々に無料のバス乗車券とか、そういった
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配慮があることによって返納する方がいるということで、この地域はまだそ

こまで公共交通関係の配慮がなされておりません。 

 今後、公助のワゴン車等を利用して、いろいろな交通網がなりますけれど

も、こういった方々、免許返納に、そういった交通も反映させていく考えが

あるのか。これからの検討になるかと思いますけれども、そういった、車が

なくても日々の日常生活、病院への通院等に何の支障もないような形まで配

慮されての１０月の施行といいますか、そこまで考えているものか。ちょっ

と、あわせてお伺いいたしたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 企画政策課長。 
企画政策

課長 

（ 金子 孝 ） 

 お答えいたします。 

 企画政策のほうでは、１０月からの公共交通再編ということで今、取り組

んでいるところでございますけれども、料金等について、これから検討させ

ていただきたいと思っておりますので、その中の一つとして、そういうよう

な点も含めて検討してまいりたいと思っているところですので、よろしくお

願いいたします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番。 
２番 （ 平賀 真 ） 

 今、言ったように、警察でも、７５歳以上の更新のときに認知症の調査等

を行っているようでございますけれども、なかなか新しい車に変えて、対象

物があったら自動でとまる、踏み間違いの防止というものは、やはり一概に

町で補助を出すという考えも、あるかもしれませんけれども、一概には、予

算が伴うものですので、できないと思いますので。くれぐれもいろいろな機

会で、これは年齢を問わず、若い方々、我々も含めて、交通安全は常に心し

ていかなければならないことですので。 
 やはり車というものは、一歩間違えれば、まさに走る凶器でございますの

で、そういったことがないように、交通安全対策協議会で、大きな意味での

啓蒙活動も続けていっていただければと思います。 

 また、その中で、先ほど申しましたように、詐欺の被害者ということで、

既にご存じの方も多いと思いますが、お隣、能代市内の７０代の女性が特殊

詐欺によりまして１，２７０万円の被害があったというのが、北羽新聞、魁

新聞等に掲載されておりました。 

 本来であれば、この方が窓口に行った場合、今は銀行等も窓口で１００万

円以上の高額の場合の送金とか、おろすときも、何に使うのかというふう

に、行員の方々の特殊詐欺に対する予防策といいましょうか、それは徹底さ

れておりますので、我々が何かを買ってお金をおろすときでもかなりしつこ

く聞かれて、とにかく現金で持っていくのは、まさに拒むといいましょう

か、できれば相手がいたら送金にしてくださいと、相手を確かめて、そこま
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で念々やっておりますので。 
 ただ、この新聞を見ますと、この方はキャッシュコーナーで現金をおろす

と、恐らく１回１００万円までで上限が決まっていますけれども、何回か日

にちを分けてやったので、銀行等では把握し切れないということで、そして

現金をとりに来た詐欺のグループに渡してしまった。その後は、またキャッ

シュコーナーを使っての送金という形で、合計で１，２７０万円となってお

りますが、７０代の女性、逆にこの方は、本当にしっかりした方だと思うん

ですよ。本来なら、絶対に自分は詐欺にかからないというぐらい自信のある

方だと思います。 
 しかしながら、携帯やスマホで、キャッシュコーナーに行くと、恐らく監

視カメラで見て、大きく張ってありますが、ここでの携帯等はやめてくださ

いと書いてあるんですけれども、恐らくこの方には携帯で誘導ではなく、

ちゃんとメモで渡して、こうこうと、まずおろしてくださいと。それで、こ

れはもう絶対カモになるなということを詐欺グループがわかった段階では、

ここに送金してくださいという手順まで書いてやった結果が、その後に被害

を届け出しても、相談し、被害が発覚したということになっておりますの

で。 
 どうか、こういった事例を、先ほど、みたね大学、老人クラブ等での学習

でも常日ごろ行っておりますが、婦人会等の会合でも、まさにこの詐欺とい

うものは自分の隣に潜んでいるということを、危機感をあおるという言い方

は変なんですが、これはあおってもいいと思います。もっと周知をしてやる

べきだと思いますので。どうか、こういった、本当にこの内容を見ますと、

しっかりした方だと思いますけれども、やはり精神的に追い込まれると、こ

ういったことになるんだなということがわかりました。 

 どうか町としても、こういった事例を捉えながら、なかなか新聞もこうい

うのが載っても、ご高齢の方でじっくり見る方が、気がつかないで新聞を見

過ごしている方もいらっしゃるかと思いますので、どうか町の広報でも、こ

ういった形での事例を踏まえながら、未然防止に努めるような形をとってい

ただきたいと思います。 
 これに対して、先ほど、窓口となっている担当課があるようでございます

ので、その電話の応対等、どういった形でスキルをアップしているのか、担

当の方にお伺いいたします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 

 商工観光交流課で相談の窓口をやってございますが、住民の方から窓口に

電話があって、相談の内容を確認しまして、これまでの事例から、回答でき

るものは、その場ですぐご回答申し上げまして、ちょっと複雑なものにつき

ましては、秋田県の生活センターへ照会して、それを確認してから相談者に
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回答するという形で行っております。 
 ちなみに、昨年度の相談件数は１７件ほどでございました。 

 以上でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番。 
２番 （ 平賀 真 ） 

 恐らく窓口の対応、指導がよろしく、被害に至らなかったと思います。 

 どうか、そういったさまざまな形で、交通安全もしかりですけれども、こ

ういった詐欺被害に遭わないよう、要は自身で身を守るといいましょうか、

災害も同じですが、そういった形を常日ごろ町として啓蒙活動を続けていく

ようにお願いいたしたいと思います。 
 それでは、以上で質問を終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番、平賀真議員の一般質問を終わります。 
 次に、１３番、堺谷直樹議員の発言を許します。１３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 それでは、さきに通告してあります３件について質問をいたします。 
 １件目、実行委員会と町とのかかわり方について。 

 これまで町で行われるイベントにおいては、実行委員会が立ち上げられ、

主催者組織として活動されてきた。この実行委員会方式そのものについては

否定しない。 

 しかしながら、町の予算が絡むイベントにおいては、実質的に町が主催、

実行している、形だけの実行委員会と思われるものがある。さきの映画撮影

において組織された制作支援三種町実行委員会が最たる例である。この実行

委員会の予算執行のあり方を見て、非常に危ういものを感じた。 
 そこで伺う。 

 町は、予算が絡むイベントにおいて、今後どのようにかかわっていくの

か。安易に実行委員会を立ち上げ、公費を投入し、実質的に職員が管理運営

する今のやり方を続けるのか。 
 ２件目。上水道未普及地域に対する今後の対応について。 

 上水道未普及地域では、生活用水を地下水で賄っているのが現状である。

地下水を利用するために井戸は必要不可欠であるが、井戸を整備するには高

額な資金が必要である。町では、グループで使用する井戸の整備には補助し

ているが、個人で整備する井戸には補助がなく、全て自己負担である。 
 そこで伺う。 

 個人で整備する井戸にも補助が必要ではないか。今現在使用している井戸

が枯れた場合、町ではどのような対応をするのか。 
 ３件目。通学路の安全確保について。 

 教育委員会、建設課、スクールガードリーダーが主体となって通学路の合

同点検を実施し、危険箇所の把握とその対策に努めていることは評価してい
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る。 
 ところで、昨年度の合同パトロール結果において、森岳小学校管内では危

険箇所なしと判断しているが、本当にないのか。 
 琴丘地区などにおいて、交通量が多く危険であると判断された通学路の対

策に、「見守り隊等による児童の安全確保の強化」とあるが、具体的にどの

ような対策なのか伺う。 

 ３件目については、一部、平賀議員と重なるところがありますけれども、

よろしく答弁をお願いいたします。 
 以上、壇上からの質問を終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番、堺谷直樹議員の壇上での質問が終わりました。 
 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、堺谷直樹議員のご質問にお答えいたします。 
 １点目の、イベント実行委員会と町の関わり方についてのご質問ですが、

町では毎年実施している周期的なイベントについては、関係団体等による実

行委員会が組織されており、イベントの運営も企画段階から町と協働するこ

とによって、柔軟かつ積極的な事業運営を行っているところであります。 

 また、突発的な一過性のイベントについては、事業を実施する既存の組織

がないことが多いほか、イベントの運営がボランティアによる活動が中心と

なるため、町主導でイベント実行委員会を設立し、イベント事業等を実施し

ているものが現状であります。 
 議員ご指摘のように、本来であれば民間の組織が実行委員会を管理運営

し、町が後援するイベント形式が理想であると考えております。しかしなが

ら、公益性が大きく、町が実質的に主導し実施するイベントについては、実

行委員会形式でありながらも、現実的には町が事務局を運営していかなけれ

ばならないとも考えております。 
 ご指摘のあった、映画デイアンドナイト制作支援実行委員会についてです

が、本来であれば既存のフィルムコミッションなどの組織に依頼すべきとこ

ろでしたが、当町では映画のロケ自体が初めての経験でしたし、既存の組織

がなかったこと、また、ロケ期間中の炊き出し支援、ロケ現場での支援活動

は、ボランティアによる活動が中心となることから、地域の方々と一体と

なって組織する実行委員会方式が望ましいと考え、町が主導し、実行委員会

を立ち上げ、事業を実施いたしました。 
 町と実行委員会が協働することによって、柔軟な事業運営が可能となり、

民間のノウハウや情報を活用でき、行政単独では実現できない相乗効果が期

待されることから、実行委員会によるイベント運営は必要なものと考えてお

ります。 

 今後は、実行委員会が主体性を発揮できるよう、町として連絡調整や業務

支援を行い、さまざまな団体が地域を活性化させるイベントや事業を自主開
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催することにより、地域全体が盛り上がり、また交流人口の拡大にもつなが

るよう努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、上水道未普及地域に対する今後の対応についてお答えいたし

ます。 
 議員ご指摘のように、町では平成２５年度から水道未普及地域の施設整備

費補助金として、水道組合等が行う事業費３０万円以上の水道施設の整備に

対し、２分の１以内の補助金を交付しております。 

 しかしながら、議員ご指摘のように、水量が減少し、井戸が枯れて使用で

きない事例が発生しないとも限りませんので、取水できなくなった場合に

は、給水車等により給水を実施したいと考えております。 
 また、金岡地区の上水道整備につきましては、今年度、金岡地域の皆様の

考えを把握すべく調査を実施し、その結果をもって、上水道整備、あるいは

井戸の整備補助の拡充を検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解

をお願いいたします。 
 私からは以上でございます。 
 通学路の安全確保のご質問につきましては、引き続き教育長からお答え申

し上げます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育長。 
教 育 長 （ 鎌田義人 ） 

 続きまして、私から、通学路の安全確保に関するご質問にお答えします。 

 初めに、森岳小学校管内での危険箇所についてお答えいたします。 
 町内各小学校では、昨年度、通学路の現状確認を行い、ＰＴＡの校外生活

指導部員や見守り隊の方々から危険箇所の情報を提供していただき、教育委

員会と学校で精査し、５校で１８カ所を危険箇所と判断いたしました。その

結果、森岳小学校管内では、対策が必要とする危険箇所はなしという判断に

至っております。 
 さらに、この危険箇所を教育委員会と関係機関で合同点検を実施し、森岳

小学校管内も通学路の全体を巡回し、危険箇所がないことを再度確認してお

ります。 

 なお、平成２４年度に行った通学路緊急合同点検の際に、森岳小学校管内

で危険箇所とされた県道能代五城目線への信号機設置や、町道森岳林崎線の

一部にドットラインを施工するなど安全対策は完了しておりますが、信号機

のない交差点の横断歩道など注意しなければならない箇所は数多くあります

ので、見守り隊の方々からの学校地区児童会への参加や、保護者から情報を

いただき、安全確保に努めてまいります。 

 次に、見守り隊等による児童の安全確保の強化についてお答えします。 

 町では、見守り隊による合同研修会を年１回開催し、通学路の合同点検の

危険箇所を確認するとともに、能代警察署から講師を招き、交通安全に関す

る研修を実施しております。 
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 また、保護者、ＰＴＡ、見守り隊、警察、教育委員会等の関係者による情

報交換や意見交換を行い、警察による登校時の見守りや下校時の巡回等をお

願いしているところであります。 
 今後も児童生徒が安全に安心して通学できるよう、関係機関が連携強化を

図り、地域全体で見守る体制の強化に努めてまいります。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 
 １３番、堺谷直樹議員の再質問を許します。１３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 それではまず、実行委員会と町のかかわりについて伺いますけれども、こ

れまで予算を伴う、町が絡んだイベントで、町の職員が直接的に関与してき

た実行委員会というものはどれぐらいあるんでしょうか。余り深く掘り下げ

ないで、昨年度、一昨年度ぐらいで結構ですので、件数だけちょっと教えて

ください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 予算が関連しますので、私からお答えいたします。 
 平成３０年度につきましては、町民祭実行委員会等７団体になっておりま

す。 

 今年度は、クアオルト協議会も新しく加わりまして、同じく７団体となっ

ております。 

 以上でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 ちょっとわからないので教えてほしいんですけれども、例えばイベントに

５００万円の予算がついた場合、最初に実行委員会の事務局に５００万円が

支払われると思うんですけれども、そういう形をとられているのか、それと

も、使ったその都度、予算の中から支払われているのか。ちょっとそれを教

えてください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 実行委員会等の補助金につきましては、最初に補助金を一括で支払いし

て、後ほど精算する形。それと、例年続く団体につきましては、繰り越し等

されて執行されている状況にあります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
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１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 予算は実行委員会の事務局で管理されるというのが当然のことだと思いま

すけれども、その事務局を今現在、町の職員が行っているという、町長の答

弁にもありましたけれども、そういう流れで間違いないでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 
 商工観光交流課では３団体ほど取り扱っておりますが、その実行委員会の

規約の中で、商工観光交流課が事務局を行うということで、総会において決

定されておりますので、事務局をやっている現状でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 町が事務局を兼ねるということは、その団体で事務局を設けられない何か

理由があるんですか。どうなんでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 
 運営とか会計事務について、より透明性を図るために、町で事務局を行っ

ている現状でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 より透明性ですか。実際、町の職員が実行委員会のお金の出し入れを管理

すること自体、私はあんまりよろしくないことではないかなと思っているん

ですけれども、町が考える、では実行委員会方式のメリットとデメリットは

何ですか。もう一度お願いします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 
 一応メリットといたしましては、イベントの企画段階から意見を出し合う

ということで、より住民ニーズに対応した柔軟な運営ができるということ。

それから、民間が持っているノウハウや情報、それから人的パワーを活用で

きる。それから、地域活性化の人材育成が図られる。それから、事務処理に

おける簡便性や迅速性が図られるという、この辺がメリットかなと考えてお

ります。 
 デメリットでございますが、民間主導とした場合、事業の継続性が不安定
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になるということ。それから、実行委員会のメンバーがなかなか定着できな

い。それから、運営や会計事務の人材が不足している現状。それから、役場

職員の業務が集中するということもデメリットかなと考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 民間へ移行した場合、先行き不透明な形になるということであれば、実行

委員会方式ではなくて、私は町が直接、主催者になってやればいいと思うん

ですけれども、なぜそうしないのか、ちょっと教えてください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 
 イベントそのものは、やはりボランティア中心という形になっていきます

ので、町が主催という形になりますと、どうしても迅速性といいますか、そ

の辺が、変化に対応がなかなかできない部分もあるのかなと思って、実行委

員会方式でやっている現状でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 ボランティアなんですね、全部。町の職員を、ではイベントに派遣した場

合は全部ボランティアだと。実行委員会から、例えばイベントの職務に手

伝った場合の残業代だとか、代休だとか、そういうものは一切いただいてい

ないということでよろしいですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 
 職員がイベント等に従事した場合は、今現在は職務命令によって従事して

いるという形になります。実際は、実行委員会の中に名簿を連ねている方も

いらっしゃいますけれども、その方については、本人の意思で従事している

のか、職務命令で行っているのかというところが判断されるところでありま

すけれども、現在は、イベントに従事してくださいという職務命令で勤務い

ただいているという形で、時間外を出している状況にあります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 職務命令なんですよね。ボランティアではないですよね。 
 ボランティアの主導だという話であったんですけれども、職員に実行委員

会のイベントを手伝わせた場合、非常に大変な労力を要していると思うんで
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すね。 
 今、これから働き方改革が推し進められている中で、本当に今のままのや

り方でいいと思っているのか、ちょっと答弁してください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 いずれ職員の方には難儀をおかけしている面もございますけれども、三種

町の行政組織規則の中に、多忙な場合は相互援助により各課を越えて従事す

るというところがあります。 
 先ほど、商工観光課長が申し上げましたとおり、イベント等については人

的要因が非常に必要になってくる行事でございます。それをうまく運営させ

るために、とりあえずではないんですが、一応、全職員が、（「ちょっと聞

こえない」の声あり）全職員が対応して従事するという形をとっているとこ

ろでございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 私、壇上でも言いましたけれども、実行委員会方式に私は反対しているわ

けではないんです。予算の執行を含めた管理運営の仕方が私は非常に危うい

なと思っていまして、今後、実行委員会方式をとる場合に、監査を含めて

しっかりと管理監督できる組織なり体制なり、そういうものを備えてからで

ないと、私は実行委員会方式というものは、どこまでも職員におんぶに抱っ

こ、そういう形的な危ういものになってしまうと思うんですけれども、その

辺どうでしょうかね。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 いずれ、実行委員会に経理を任せるというところが、デメリットの一つだ

とも感じております。いずれ、町が非常に関与をする実行委員会の補助金に

つきましては、現在、先ほど申し上げたとおり、７団体ございます。それに

つきまして、町の財務規則に従って執行しろということはかなりきついと思

いますので、ある一定の基準を設けて運営していただく方向も、これから考

えていかなければならないのかなと感じております。 

 これにつきましては、関連する所管課がありますので、今後協議を進めて

いきたいと思っております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 職員が管理するところがデメリットと言いましたか。もう一回、ちょっと

先ほどの答弁をお願いします。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えします。 
 いずれ所管課、商工なら商工観光課で実行委員会を立ち上げ、それを実績

報告を受けている状況にあります。所管課のチェックだけで終わる実行委員

会が多々ありますので、その辺のチェック体制も含めて、今後整備する必要

があると思っているということでございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 それは、透明性が今の段階では曖昧だということですよね。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 そのようなことを言っているわけではございません。いずれチェック体制

が一課に及んでいるということになりますので、その辺を十分やっていく必

要があるという考えでございます。いいかげんにやっているということでは

ございません。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 では、この質問はこれで最後。そういうしっかりと管理監督できる組織づ

くりをするのか、しないのか。協議するとか、検討するとかではなくて、す

るかしないかでお答えください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 
 先ほど申し上げた、実行委員会だけでいくと７団体でございます。町の補

助金関係だと３７団体がございますので、それを全部チェックするかどうか

も含めて、所管課と庁議等で検討してまいりたいということでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 いや、するかしないかで答えてくださいよ。やっていくのか、やっていか

ないのか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 
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 申しわけありませんが、協議した上でお答えしたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 では、協議の結果を待っています。 
 次、上水道の未普及地域に対する対応について伺いますけれども、今年

度、金岡地区にアンケートを実施されるという町長の答弁でしたけれども、

何年か前に１回調査されていると思うんですが、そのときはどんな内容だっ

たのか、ちょっと教えてください。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 上下水道課長。 
上下水道

課長 

（ 近藤光明 ） 

 お答えいたします。 
 前回の調査は平成２１年度に実施されております。前回、１２月の議会で

もご質問がありましたので、そのときの、上水道にすぐに加入したいという

方の割合が２７．５％でございました。そのときもお答えしたんですけれど

も、２７．５％の皆さんの参加ですと、非常に費用対効果といいますか、資

金の回収が難しいということで、とりあえず見合わせたという状況でござい

ました。 
 それから１０年経過しておりますので、再度調査をお願いするということ

でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 そうですね。世代交代も進んでいると思いますので、再度アンケートをお

願いしたいと思います。 

 ところで、では水道の未普及地域において、一般飲用用の井戸は何カ所ぐ

らい設置されていますか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 上下水道課長。 

上下水道

課長 

（ 近藤光明 ） 

 お答えいたします。 

 井戸の個数につきましては、上下水道課では残念ながら把握してございま

せんけれども、未普及地域にあります家の数ですか、戸数としては６５０世

帯ぐらい現在ありまして、共同で水道組合を形成いたしまして、運営してい

る箇所もございますので、推定ではございますけれども、個人の井戸を使用

している方は５００前後ではないかなと思っております。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
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１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 秋田県飲用井戸等衛生対策要綱をご存じでしょうか。これによると、設置

者、設置数を町が把握するものとして明記してあるんですけれども、では一

体これはどこで管理されているんでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 上下水道課長。 

上下水道

課長 

（ 近藤光明 ） 

 お答えいたします。 
 うちのほうは水道施設の管理を担当しておりまして、井戸につきまして

は、残念ながら把握していないというところが現状でございます。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 では、補助の話をさせてもらいますけれども、グループ、２家族以上であ

ればたしか補助が出ると思っていましたけれども、これは同居の世帯分離の

家族にも補助が出るんでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 上下水道課長。 
上下水道

課長 

（ 近藤光明 ） 

 お答えいたします。 

 過去の事例、１１件ございますけれども、それは多分、同居の世帯分離等

は該当にしておらないと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 今、建設課でやっている住宅リフォーム、あの水回りなんかの工事をした

りしますと補助が出るんですけれども、水道の未普及地域において井戸を整

備した場合、これは住宅リフォーム関連予算は使うことができますでしょう

か。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 建設課長。 

建設課長 （ 進藤 敦 ） 

 お答えいたします。 

 ポンプ以降、配管を含めまして、水道の給水設備として住宅リフォーム補

助金の対象にはなります。 

 以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 
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 そうすると、新しく井戸を掘る場合は対象にならないということですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 建設課長。 
建設課長 （ 進藤 敦 ） 

 井戸に関しては、そのものは対象になりません。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 そうすると、先ほど町長の答弁で、井戸が枯れた場合は給水車を出すんだ

という話でしたけれども、個人で井戸が枯れた場合、多額の資金が必要にな

ることから井戸が掘れないと。今あるグループに入りたい。しかし、水量が

決まっているので入れないと。そうすると、半永久的に給水車でその家庭に

水を送り届けるということですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 上下水道課長。 

上下水道

課長 

（ 近藤光明 ） 

 お答えいたします。 

 今の事例はちょっと、急に給水ができない場合に、緊急対応的に給水車を

うちのほうでそこのおうちに届けると。個人のおうちの場合も、その対応は

変わりはございません。 

 井戸が枯れた場合は、どうしてもそこからもう水が出るということはない

と思いますので、ほかに井戸を掘ることになると思いますが、その件につき

ましては、補助ができるのかどうかということも含めまして、これからそう

いう対策を練っていくことになるのではないかなと思っております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 では、補助できる方向で考えてもらえるということですね。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 上下水道課長。 
上下水道

課長 

（ 近藤光明 ） 

 お答えします。 
 前回の調査でも、二十何％しか参加できないという結果でございましたけ

れども、非常に困窮している方もいらっしゃいました。数字的には大した％

ではございませんでしたけれども、今回もそういう同じような現象が考えら

れますので、そういう方には前向きに補助を検討していきます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 
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 好んで地下水を使っている人はいいんでしょうけれども、そうでない方も

おられるということで、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 ちょっとついでですけれども、今、井戸の飲用水の水質検査、個人でやら

れているんですけれども、これも結構費用が高いんですよね。これももし、

例えば５年に１回、１０年に１回、本来であれば毎年検査するべきもので

しょうけれども、こういうものも補助の対象になるように、ちょっと課長、

検討してもらえないでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 上下水道課長。 
上下水道

課長 

（ 近藤光明 ） 

 私の記憶でいきますと、井戸の水質等は保健所さんとか、そちらの担当に

なると私は思っていますので、井戸の水質検査等につきましては上下水道課

の担当ではないかなと、ちょっと私の記憶だけなんですけれども、そう思っ

ておりますが。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 町民生活課長、答弁お願いします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 
町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 予算が伴う件ですので、今この場でやる、やらないということは答弁でき

かねます。 

 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 検討してくださいとお願いしているんですが、どうでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 

町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 検討したいと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 では最後に、ちょっと極論の話になりますけれども、例えば金岡地区に直

下型の地震が起きて、地層に亀裂が入って水が全然出なくなったと。通常、

本管など配管されている場合は、公共のインフラということで、災害法の適

用になると思うんですけれども、もしそうなった場合、金岡地区には水が出

なくなるということなんですけれども、そうなった場合は、この２７％ある
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なしにかかわらず、上水道を引くという考え方なんでしょうか。どうなんで

しょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 上下水道課長。 
上下水道

課長 

（ 近藤光明 ） 

 お答えいたします。 

 多分そのくらいの大災害になりますと、水道の本管においても結構な被害

が発生すると想定されますので、ここで私が個人的な結論を出すことはなん

ですけれども、一緒に整備したほうがよい結果になるのではないかなとは

思っております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 わかりました。 
 井戸の補助を１軒でも出るようにお願いしたいと思います。 
 それでは、通学路の安全確保ですけれども、森岳地区、危険箇所がないと

いう教育長の答弁でしたけれども、私、きょうの朝も児童が通学するときに

ちょっと確認してきましたけれども、森岳のコメリの前の町道、外側線から

路側の幅が１０センチぐらいしかないですよね。車道をみんな子供たちがス

クールガードの皆さんの誘導のもと歩いているような状況なんですけれど

も、その行為そのものについては危険でないと判断されているんですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 お答えいたします。 
 危険箇所というものは、早急に対策しなければいけないということであり

ますので、当然注意しなければいけないところはたくさんあると考えており

ます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 危険だと把握しているということですよね。（「そうです」の声あり）そ

うすれば、何で森岳地区のこれ、なしなんですか。ほかのところを見ると、

交通量が多くて危険だとか、いろいろ書いてあるではないですか。何で森岳

地区だけ、なしなんですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 お答えいたします。 
 朝の登校時についてですが、ちょうどあの辺のあたりは山本公民館に集合
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して、それから通学路として行くということになっておりますので、学校か

らも危険箇所というふうに上がってこなかったということでございますの

で、もう一度点検をしたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 町の建設課とスクールガードと、それから教育委員会の職員と通学路を点

検されたんですよね、全部。あの公民館から先しか点検されなかったんです

か。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 さっきの言った、各種関係団体と教育委員会では、通学路自体は直接点検

はしておりません。危険箇所については点検しております。ただ、学校で新

学期に先生方が通学路を歩いて点検しておりますので、その報告を受けての

危険箇所でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 では、教育委員会が考える危険箇所、どういうところなんでしょうか。通

学路の危険箇所ではなくて、何の危険箇所なんですか、では。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 当然、通学路ですので、交通安全とか犯罪とかいろんな危険箇所がありま

すので、そういう観点から危険箇所という判断をしております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 ちゃんとここに「３０年度三種町内通学路危険箇所」と書いてあるではな

いですか。コメリの前も通学路になっているはずですよ。どうなんですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 コメリの前は、飛塚のほうから歩いてきていると思うんですが、見守り隊

の方がついてきてくれていまして、そういうことで、注意してくださいとい

うことでやっておりますので、危険箇所というものは、特別、道幅が狭いと

か、そういうものをまず三種町では危険箇所として見ております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
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１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 だから言っているではないですか。コメリの前、外側線が１０センチしか

ないんです、路肩が。歩道がないところを全部お金をかけて歩道整備しろ

と。これは一番間違いないことなんですけれども、なかなかやっぱりそうい

うことも厳しいと思います。 
 国交省で「通学路・生活道路の安全確保に向けた道路管理者による対策実

施事例」というものを平成３１年の１月に出してあるんですけれども、これ

は見たことがありますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 お答えいたします。 

 ちょっと国交省のものは見たことがございません。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 それと、いろんな対策の実施の前後、やった後とやる前のいろいろ入って

いますので、１回確認してみてください。 

 どうですか。我が町では今ドットラインを引けるところは引いていますけ

れども、ほかの地域などに行くと、狭窄だとか、ハンプなどを設けたりし

て、スピード抑制をされているみたいなんですけれども、そういうことも一

つ考えではないかと思うんですが、その辺どうでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 いずれにしましても、各学校で非常に狭い町道等はありますので、そうい

う対策も必要と思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 そうすれば、そういうことは点検して、やるということなんですね。でき

るところはハンプを設けたり、舗装をカラー化したり、そういうことで注意

喚起をしていくということでいいですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 お答えいたします。 
 関係機関と、また警察との関係もありますので、そのように進めたいと思

います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 何で森岳地区にこだわったかというと、実際お金をかけて整備すれば間違

いないんですけれども、できないではないですか、予算が伴うことで、すぐ

に。だからこそ、危険な箇所は危険だと、全員で意識を共有する。そのこと

で防げる事故もあると思うんですよ。だから、安に、森岳地区には危険箇所

なしではなくて、今年度パトロールをするんでしょうから、いろんな角度か

ら検証してもらいたいと思います。どうでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 森岳小学校管内においては、特にことし、関係機関、警察等と確認したい

と思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 最後に、鵜川地区の県道も通学路で使われていると思いますけれども、

ゾーン３０には指定されていますが、そこも私はこの間通ると、比較的ス

ピードを出して走っている車があるやに思われます。どうですか、県にドッ

トラインを引いてもらうようにお願い等々してはどうかと思うんですが、ど

うでしょうかね。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 建設課長。 

建設課長 （ 進藤 敦 ） 

 お答えいたします。 
 議員おっしゃるとおり、まず湖北小学校管内、ゾーン３０指定になってお

りますけれども、まず３０キロで走る人はそういないと。まず、この後、来

月ですか、地域振興局との懇談会がございます。その場で、町としての要望

として上げたいと思いますので、よろしくお願いします。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 そうすれば、さっきの狭窄の件、ハンプの件も、建設課のほうが多分詳し

いでしょうから、教育委員会とうまく打ち合わせをして、対処していただき

たいと思います。 
 終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番、堺谷直樹議員の一般質問を終わります。 

 １時まで休憩します。 
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     午前１１時５０分  休 憩 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      午後 １時００分  再 開 
 

 

     午後０時０７分  休 憩 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     午後１時００分  再 開 
 
 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 １０番、大澤和雄議員の発言を許します。１０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 私からは、さきに通告してあります２点について質問をさせていただきま

す。 
 まず初めに、ごみの減量とリサイクルについてであります。 

 ことし３月に環境省が公表した「一般廃棄物の排出及び処理状況等（２０

１７年度）」によれば、１人１日当たりのごみの排出量は９２０グラムと

なっております。２０００年をピークに減少傾向にあると調査結果は発表し

ております。 

 本町では、ごみの排出量はどのようになっているのか、伺いたいと思いま

す。 

 一方、リサイクル率、廃棄物のうち再資源化されたものの比率、いわゆる

出口側の循環利用率は全国平均２０．２％で、１０年ほど横ばい状態と言わ

れております。人口１０万人未満のリサイクル率トップの鹿児島県大崎町

は、リサイクル率８２％となっており、学ぶべきところが多いように思いま

すが、本町のリサイクル率は何％ぐらいか伺いたいと思います。 

 また、ごみの減量やリサイクル率を上げるには、３Ｒ、いわゆる「発生抑

制（リデュース）・再使用（リユース）・再生利用（リサイクル）」をいか

に進めていくかということにかかっていると言われております。 

 本町でのこの３Ｒの取り組みはどのようになっておられるのか、伺いたい

と思います。 
 また、コンポストの普及や家庭用電動生ごみ処理機への補助制度の創設な

どの対応は考えられないかどうか。 

 さらに、ゼロ・ウェイストの理念「ごみを出さない生産と消費のシステ

ム」に少しでも近づけるよう努めるべきと考えるところでありますけれど

も、これらの対応について伺いたいと思います。 

 次に、２点目の、補聴器購入費への助成についてであります。 
 年齢を重ねてくると、誰しも耳が遠くなったり、音が聞こえなくなってく

ることから、補聴器を装用するという選択に迫られてくるものと思われま

す。 
 補聴器は、安いもので数万円から、高いものでは３０万円から５０万円も

するものもあるということであります。 
 そこで、聴力低下により日常生活に支障のある高齢者が補聴器を購入する
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際、費用を助成する自治体も出てきております。 
 千葉県船橋市では、６５歳以上の方に、購入した補聴器の費用が２万円未

満の場合は、その補聴器の費用分を助成、また、購入した補聴器の費用が２

万円以上の場合は、２万円を助成しております。要件として、所得税非課税

世帯であること、また医師により補聴器の使用が必要であるとの証明がある

こと、また聴覚障害の身体障害者手帳を交付されていないことなどの要件を

満たしている方を対象としております。 

 本町でも、高齢者が補聴器を購入する際に、いわゆる総合支援法による助

成制度を利用できればいいとは思いますけれども、それによらなくても、船

橋市のように一定の要件が満たされた場合、購入する際に費用を助成しては

と思いますが、対応について伺いたいと思います。 
 以上、よろしくお願いいたします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番、大澤和雄議員の壇上での質問が終わりました。 
 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、大澤和雄議員のご質問にお答えいたします。 
 初めに、ごみの減量とリサイクルについてでありますが、本町のごみの排

出量は、一般廃棄物処理実態調査に基づく２０１７年度実績で５，３００ト

ン、１人１日当たりでは８４８グラムとなっております。 
 排出量を年度別で見ますと、幾らかの増減はありますが、ほぼ横ばいで推

移している状況でございます。 
 ２点目の、本町のリサイクル率でございますが、２０１７年度実績で約

６％となっております。なお、秋田県の平均は１５．５％、能代山本管内の

平均は７．７％となっております。 

 ３点目の、３Ｒの取り組みについてですが、町では、広報による分別収集

の啓発活動等を行っているほか、ごみの水切りの推奨や堆肥化などについて

の講座を開催しており、今後も３Ｒの普及、拡大について、町民の皆様の理

解を得られるように努めてまいります。 
 ４点目の、各種補助制度の創設につきましては、旧町時代に、ごみの減量

化を目的としてコンポストへの補助を実施していたところもございました

が、結果的に普及につながらなかった経緯もあり、現段階では、新たに補助

制度を創設することは難しいものと考えております。 
 最後に、５点目の、ゼロ・ウェイストへの対応についてでありますが、町

全体のごみのうち約６割が家庭から出る可燃ごみとなっております。マイ

バック持参によるポリ袋の減少や、食品の食べ残しをしない食べ切りの推奨

など、家庭から排出されるごみの減量化に向け、広報などを活用し、さらな

る啓発活動を実施してまいりたいと考えております。 
 また、事業者に対しましても、資源ごみの分別に関し協力を求めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
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 続きまして、補聴器購入への助成に関するご質問にお答えいたします。 
 補聴器に関する助成制度としましては、聴覚障害による身体障害者手帳を

所持している方と、身体障害者手帳の交付対象とならない程度の難聴児を対

象に、法令等に基づき実施しているところであり、高齢者を対象とした助成

制度につきましては、今のところ実施しておりません。 
 議員ご指摘のとおり、千葉県船橋市などにおきましては、補聴器が必要で

あるとの医師の証明や一定の所得要件のもとに、高齢者の補聴器購入に独自

の助成を行っている自治体もございます。 
 当町におきましても、今後ますます高齢化が進む中で、聴力の衰えによっ

て家庭内や地域でのコミュニケーションがうまくいかず、日常生活や社会参

加に支障を感じる方が増加していくことや、車の接近に気づかず交通事故に

つながっていくなど、高齢者の安全面での懸念もあるため、他団体の運用も

参考にしながら、来年度からの実施に向けて、前向きに検討してまいりたい

と考えております。 
 以上であります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 
 １０番、大澤和雄議員員の再質問を許します。１０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 

 まず初めに、減量とリサイクルについてでありますけれども、今、町長が

答弁なさっていましたけれども、いわゆるリサイクル率が、三種町６％、県

平均で１５．５、能代で７．７ですから、三種町が非常に低いんですけれど

も、その主たる要因といいますか、何が、どういうことがあって、非常にこ

の数値が平均よりも低いのか。ちょっと考えられるところがあれば教えてい

ただきたいんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 
町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 お答えいたします。 
 リサイクル率につきましては、町で排出する総トン数を分母としまして、

月１回行っております古紙回収等の資源化ごみの量を分子にして割っており

ます。うちの管内というか、管内平均から見ると低いという数字は出ていま

すけれども、要因につきましては何とも言えないんですが、議員ご承知のと

おり、能代に行く途中の浅内の辺ですか、かごがありまして、適当に入れて

いけばいいものなどありますので、そちらにも大分持っていっている方がい

ると思いますので、そういうものを町の古紙回収等に入れてくると率は上が

るのではないかなとは思っております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 
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 今、私も古紙回収のことを言おうと思ったんですけれども、リサイクル率

というものは、いわゆる出口側の循環利用率と言われておりまして、古紙回

収というものは、いわゆる原材料のうち、再生材料の比率としてあらわす。

つまり、生産するに当たって、どれだけ再生材料を使うのかということで、

いわゆるリサイクルといっても、出口と入り口の側で、古紙回収といいます

か、それは２つに分けられるようなので、いわゆるポリ容器とかのリサイク

ルとはまたちょっと違うんですけれども。 

 古紙を入れた場合でも６．６％ということなんですよね。そうすると非常

に、古紙回収の古紙を除いた場合はさらに低くなるのかなと思うんですけれ

ども、その辺はどうなんでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 

町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 お答えいたします。 
 今の６％という数字につきましては、本町では今、議員おっしゃったよう

な古紙回収、それと中間処理再生利用量というものがありまして、それの北

部処理場で行った分をプラスした分で、総トン数で割っています。ですか

ら、ペットボトル等は入っておりません。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 わかりました。 
 非常に、できるだけ、でも努力して、私が壇上で言ったように、全国平均

が２０．２ですから、それから見ると相当低い数値なのかなと。非常にリサ

イクルというものは難しい問題も抱えてはいると思うんですけれども、私が

壇上で言った、上勝町というところは８２．何％。ここは、一概に三種町と

比較できるかというと、非常に人口も少ない１，５００人程度の町なので、

とても同じようなレベルで考えられるということではないんですけれども

ね。 
 そこで、さっき、町でもコンポストは利用されている方がいらっしゃると

思うんですけれども、今現在、町でコンポストを実際利用されている方とい

うか、そういう団体とかはどのぐらいあるのか、把握しておられるのかどう

か、その辺ちょっと伺いたいんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 
町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 お答えいたします。 

 申しわけないんですが、把握しておりません。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
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１０番 （ 大澤和雄 ） 

 わかりました。 

 町長答弁で、旧山本でちょっとコンポストへの助成制度をやったことがあ

るのかなと私も思ってはいるんですけれども、一時は非常に、堆肥化という

ことで話題にはなったんですけれどもね。これもその都度、残材を入れるた

びにＥＭ菌をきちんと振りかけて、そういうリサイクルをきちんとやらない

と、なかなか堆肥化も実際難しいということもあるんですよね。だから、非

常になかなか普及しないのかなとは思うんですけれども。 
 ただ、やはり生ごみを焼却するということに一番エネルギーというか、焼

却炉でも燃料がかさむ。非常に、上勝町でもそれが一番やはり大変な負担に

なるということで、コンポストと、それから壇上でも言いました、家庭用生

ごみ処理機ですか、これを普及させると。生ごみをできるだけ各家庭で処理

できるように、その処理機を１万円出せば、残りは補助をすると。何かそう

いうことをやっているらしいんです。 
 結構これは高いんですよね。７万幾らぐらいするんですけれども、いわゆ

るこれは粉砕だけではなくて、乾燥させる処理機のようなんですけれども

ね。 
 そういったことも今後考えられないのかなと。コンポストはちょっと難し

いという町長答弁でしたので、結構高価なんですが、残り６万円も補助する

ということは、とてもこの町としても無理だとは思うんですけれども、３，

０００円でも、５，０００円でも、１万円でも、もし各家庭のごみを、特に

生ごみを各家庭で処理すると、出さないということにつながるのであれば、

これはそれなりの助成の価値はあるのかなとは思うんですけれども、その辺

はちょっと対応をあと考えられないのかどうか伺いたいんですが。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 生ごみに関して言えば、大変効果的な処理機だと思っておりますが、いか

んせん負担が大変生じる話でございますので、もう少し検討を深めてまいり

たいと思います。よろしくお願いします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 

町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 お答えいたします。 

 大澤議員への、先ほどリサイクル率の分子の、トン数のもの、古紙回収だ

けという話をしたんですが、大変申しわけありません。段ボールとかを含め

た古紙、それから牛乳のパック、それからスチール缶、アルミ缶、ペットボ

トル、瓶類等全て入っておりました。申しわけありません。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
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１０番 （ 大澤和雄 ） 

 皆入っているとなると、かなり、町は町なりに努力しているし、リサイク

ルに回っているということだなと思いますので、より努力していただきたい

なと。我々、一般町民も含めて、やっぱりそういう啓発というものは必要な

のではないかなと思います。 
 さっき申し上げました上勝町というところは、人口が１，５２５人という

小さな町ですので、やはりごみを焼却するということが、施設の大型化や燃

料の大量消費、ＣＯ２排出量の増加ということで、家庭用電動生ごみ処理

機、あるいはコンポストを使って各家庭での堆肥化ということを図るという

ことでして、非常に、ここは全国でもずっと１位、トップのリサイクル率を

誇っている町なんです。こういうことも参考、視野に入れて、できることが

あれば検討していただきたいなと思います。 

 実際、私も家庭用生ごみ処理機というものを初めて、調べて知ったんです

けれども、パナソニックで、小さいほうでも７万４，０００円もする非常に

高価なものなんですよね。ただ、非常にこれは効果があるんだろうなとは思

いますので、参考のために、ぜひとも検討していただければと思います。 

 いわゆる今、ゼロ・ウェイスト、ごみを出さないと。そういう運動が、上

勝町でもそういう宣言をしているんですけれども、神奈川県の鎌倉でも「ゼ

ロ・ウェイストかまくら」というものをやはり提唱して、ごみを出さないと

いうか、そういう運動をすごく強めているところです。また、京都市でも非

常に、あれだけの観光都市ですけれども、ごみ減量化に力を入れているとい

うことで、私も大変驚きました。 
 ぜひともそういうことを参考にしながら、リサイクル率、そしてこのゼ

ロ・ウェイストという思想を我が町でも広められたら非常にいいのではない

のかなと思っております。 
 参考までにちょっと伺いたいんですけれども、最近は廃棄物を、いわゆ

る、さっきは廃プラのリサイクルに回すものも、焼却して、それを電力に回

すと。そういうことも何か検討している、最近そういう自治体もふえてきて

いるということなんですけれども、あんまり発電率はそんなによくはないん

ですけれども、それでも発電効率が１３％ぐらいということで、いわゆるリ

サイクルではなくて、焼却して発電方式に変えているというところもあるよ

うです。 
 ただ、その一方でまた、プラスチック製の包装をマテリアルリサイクルや

コークス高炉でのケミカルリサイクルというものは資源効率が非常に高い

と。こういうことも最近言われておりますけれども、これは広域で取り組ん

でいることなんですが、広域でも、三種町にあるあれを今、新設するという

ことのようですけれども、そうしたいろんな多面的な焼却の方法といいます

か、そういうことを考えておられるのかどうか。その辺は広域のほうへどの

ように進められているのか。参考までに、広域のほうなんですけれども、で

きればちょっと伺いたいなと思うんですが。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 

町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 お答えいたします。 
 はっきりした答弁はできないんですけれども、現在まだ設計等も行ってい

ない状況ですので、この後、設計等が決まれば、どういう施設になるのか

はっきりしてくると思いますので、もう少々時間をおかりしたいと思いま

す。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 この問題、最後ですけれども、３Ｒについては、町長もこれからさらに努

力して成果を上げていきたいということですけれども、いわゆるゼロ・ウェ

イスト宣言、これを一つの、三種町でもこうした理念というものを非常に

やっぱり大切にしていかなければならないことなのではないかなとは思うん

です。 

 これは、いわゆる直訳すれば、浪費、無駄、廃棄物をなくすということな

んですけれども、ごみを出さない生産と消費のシステムを構築していく。こ

れは、上勝町ゼロ・ウェイスト宣言では、「未来の子供たちにきれいな空気

やおいしい水、豊かな大地を継承するため、２０２０年までに上勝町のゴミ

をゼロにすることを決意し、上勝町ごみゼロ宣言をする」と。こういう宣言

をしているんですけれども、三種町でいきなりこのゼロというものは、人口

規模も違うし、難しいことだとは思うんですけれども、ただこういう理念と

いうものは非常に大切なことだと思いますので、こうしたことを町でもごみ

減量に生かせたらなと思うんですけれども、その辺の考え方はどうなってい

るのか伺いたいんですが。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町民生活課長。 
町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 お答えいたします。 

 今、議員おっしゃった宣言というところは、まだ時期尚早かなと考えてお

りますので、今後も広報等を通じまして、ごみの減量化については啓発して

いきたいと思っております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 わかりました。 

 では、この問題はこれで終わらせていただきます。 
 次に、補聴器購入費の助成についてでありますけれども、町長も答弁され

たとおり、総合支援法で障害程度等級に該当した場合に補聴器の費用が支給
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されると。そういう制度をもちろん我が町でもきちんと実施されておられる

ようなんですけれども、非常にこの流れがやっぱり、私が壇上でも申し上げ

た、船橋市でも、これももちろんきちんとやられているんですけれども、な

ぜ市が独自に、それによらない部分も補助するというか、助成するというふ

うにしたのかということを見ますと、やはり支援法による補聴器支給の流れ

というものが非常に結構複雑というか、面倒がかかるというか、最初にまず

身体障害者手帳の取得を福祉課に相談して、手帳の交付のための意見書を指

定医からもらって、それから交付申請を行って、手帳が交付される。そし

て、手帳が交付されてから、今度は補聴器の支給の手続をしなければならな

いと。何かそういう一連の流れが結構複雑なので、それよりもまず難聴で購

入するという、それによらない方法でやはり購入する方がいるということも

あって、そういう方がある程度決められた要件に該当すれば助成しますよと

いう制度をつくったのかなと私は思っているんです。 
 ですから、ぜひとも来年度実施に向けて検討していきたいということなん

ですけれども、恐らくそういうことではないかなと思うんですが、その辺の

考え方は、総合支援法に、聞こえないということで、きちんと医師の相談を

受けて、それなりの手続をすれば、恐らくみんな６級以上にはなるとは思う

んですけれども、その手続がちょっと面倒くさいというか、それで、それに

よらなくとも医師の診断書や要件があれば助成しますよということでつくっ

たのかなと私は思っているんです。ということなのではないでしょうか。

ちょっと伺いたいんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 

福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 船橋市の例を見ますと、やはり障害手帳に該当しない方と限定しておられ

るようですので、やはり障害手帳の申請が先で、その手帳に該当しなくて

も、一定の、必要だという医師の判断書があれば２万円を上限ということに

なっております。 

 ただ、それにおきましても、三種町としても、１８歳未満の障害手帳の交

付に対象とならない程度の難聴児に対して３分の２の上限で、平成２２年か

ら実施しておりますが、１名の分の予算はございますが、ほぼ申請はない状

況でございます。障害手帳のほうが優先されますので。 

 それを考えますと、高齢者で障害手帳の該当にならない方でもやっぱり助

成はある程度、障害児と同じで、１８歳未満の方と同じく必要であるという

考えには立っているんですが、果たしてどのくらいの申請があるかとなれ

ば、ちょっと要望もございませんので、把握できていない状況下でありま

す。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 
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 わかりました。 
 難聴についてのいろんなアドバイスを見ますと、普通は我慢すれば大丈夫

だと。軽い状態だからいいだろうと、根拠もなく自分に言い聞かせるという

ことが、かえって悪化させる原因にもなるということで、必ずしも補聴器を

つけなくても、どこか、そういう医師なり、まず相談をするということがす

ごく大事だということが言われております。 

 そうした中で、これももちろん難聴の度合いというものも、やはり専門の

方からきちんと診察を受けないと、その人によって何か、同じ聞こえないで

も、いろいろあるようで、専門からそういうアドバイスを受けなければ、ど

ういう補聴器がその方にいいのかということも非常に難しいようです。 
 もちろん、また、町ですぐに、じゃあ、あなたは悪いから補聴器をつけな

さいということもできないし、これはあくまで個人の意思ですので。もちろ

ん、多少遠くても、それこそ補聴器そのものを嫌がる高齢者も結構多いんで

すよね。 
 やっぱり、その環境によって、聞こえないものもきちんと聞こえる場合も

ある方もおりますので、全ての方が、難聴だから補聴器が必要だし、つける

というものでもないので、非常にその辺の対応は難しいかとは思うんですけ

れども、もしそういう専門から相談を受けて買うことに決めたというのであ

れば、そういう方がおられるのであれば、そういう助成制度も有効なのかな

と私は思います。 
 私の母も９１歳で亡くなりましたけれども、非常に耳の遠い人で、私がい

ないと、テレビは最高のボリュームで聞いていました。それでも補聴器は最

後まで、嫌だと言って、つけなかったんですけれどもね。電話をしても、私

の声も聞き取れなくて、どちらさんですかとよく言われたので、親子なのか

どうか非常に悩むこともありましたけれども。 
 ただ、いずれ早いうちに難聴ということについてのアドバイスをしたり、

そういう関係機関に相談していくということが非常に大事なことだと思いま

すし、それに、いろんな専門家からアドバイスを受けながら補聴器を購入し

た場合に、若干なりとも、安いものから高いものまでかなり幅があるので、

私もちょっとびっくりしたんですけれども、どれだけの需要があるかわかり

ませんが、ただ、そういう助成制度がありますよということは、高齢者の方

にも、気分的にも、町でもそういう支援をしてくれるんだなというと、非常

に安心感があると思うので。 

 町長、来年度から、できればそういう実施に向けて検討していきたいとい

うことですから、ぜひともそういう安心感を持たせる上でも、これは金額に

よらないんですよね、そういうことは。ぜひとも実施に向けて頑張っていた

だきたいなと思いますけれども、再度その辺、強いお気持ちを伺いたいんで

すが。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 
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町  長 （ 田川政幸 ） 

 先ほど答弁したとおりであります。来年度、実施に向けて、前向きにしっ

かり検討してまいりたいと、このように思いますので、よろしくお願いいた

します。（「わかりました。終わります」の声あり） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番、大澤和雄議員の一般質問を終わります。 

 次に、３番、伊藤千作議員の発言を許します。３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 

 それでは、一般質問を行います。 
 第１として、中高年のひきこもり、いわゆる「８０５０問題」についてで

あります。 
 川崎市の児童ら殺傷事件で浮き彫りになったものが「８０５０問題」であ

ります。親が８０代、本人が５０代で、収入は親の年金に頼っているため、

生活が困窮するケースが社会問題化しております。 
 内閣府は、ことし３月、４０歳から６４歳の中高年のひきこもりの人が推

計６１万３，０００人に上るとの調査推計結果を公表しました。人数は、若

年層、これは１５歳から３９歳で、２０１５年の調査の結果ですけれども、

約５４万人を上回り、長期化、高年齢化が進んでいることがうかがわれま

す。 
 国は、１５年施行の生活困窮者自立支援法に基づき、生活や就労準備など

の支援を行っておりますが、高齢の親の介護や病気がきっかけに、ヘルパー

らが自宅を訪問することで、初めてひきこもりの子供と暮らしていることが

発覚するケースが増加しております。 

 川崎の岩崎容疑者が同居していたのが両親ではないものの、おじ夫婦に収

入面で依存しており、構図的には「８０５０問題」と重なります。 
 川崎の事件後、ネットでは「死ぬなら１人で死ね」という書き込みや、ひ

きこもりを犯罪者予備軍のように見る意見があふれ、論争が起きておりま

す。 
 しかし、ひきこもりだからといって事件を起こすわけではありません。家

庭内暴力や、「ぶっ殺す」など物騒なことを口走ることがあったとしても、

ひきこもりの人が家族以外の他者に危害を加えることはめったにありませ

ん。偏見や異端視はかえって本人や家族を追い詰めることになります。冷静

で正しい情報を社会が共有することが大切であります。 

 ４０歳から６４歳でひきこもり状態の人は推計６１万３，０００人で、学

校でのいじめ、体罰が原因でひきこもった人ばかりではありません。就職氷

河期にいい仕事につけなかったこと、職場でのパワーハラスメントや長時間

労働がきっかけの人もおります。本人の責任とは言えない要因でひきこもっ

ていることを理解すべきだと思います。 

 現在は、計６７自治体がひきこもりの地域支援センターを設置しておりま

すが、中高年のひきこもりに対する支援はおくれております。家族や本人が
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相談しやすい情報提供や環境整備をする必要があります。 
 従来のひきこもり支援は、就労による自立を重視してきました。しかし、

長年ひきこもっていると、社会へのスキルが乏しくなり、障害や病気を持つ

人もおります。無理に就労に向けた訓練を強いることは禁物であります。性

急に就職や自立を求めるのではなく、本人の生きにくさに寄り添うことを伴

走型支援と言えます。息の長い取り組みが求められます。 

 家族に過度な自己責任を求める社会の価値観も変えなければなりません。

子供が中高年になってまで、老いていく親が全責任を背負っている現状を改

善していかなければなりません。家族や本人が安心してＳＯＳを発すること

ができる社会にしなければならないと思います。 
 当町も、実態の調査と対策を立てていくべきだと思いますが、どう対応し

ていくつもりでしょうか。 

 次に、自殺予防対策についてであります。 
 新聞報道等によると、平成３０年に県内で自殺した人は２０６人で、記録

が残る昭和５４年以降で最少だったが、ことし１月から４月の自殺者は７７

人で、前年同期より２４人、４５．３％の大幅増となっていると言われてお

ります。１月、１７人、２月、１６人、３月、２３人、４月、２１人と推移

し、いずれの月も前年を上回っております。 

 県内警察署では、大仙署管内が１１人で最も多く、能代警察署管内はそれ

に次ぐ１０人となっております。 
 自殺者には少なくとも４つの要因が絡むと言われております。代表的なの

は、経済的問題や健康問題、うつ病などであります。さらに、その背景には

幾つも悩みが潜むとされております。 

 自殺者の１０倍いると言われている未遂者対策も不可欠であります。多く

は心を病み、何度も繰り返す例が少なくありません。手おくれにならないう

ちに精神科や心療内科といった専門医に受診させる手だてを講じたい。 
 自殺対策に特効薬はないです。しかし、粘り強い取り組みが効果を上げて

いることはわかっております。各地域ごと現状を分析、命を救う知恵と工夫

を凝らして、１人でも多くの命を救いたいものであります。 
 当町の現状は昨年度と比較してどうでしょうか。どういう対策、対応をし

ていくつもりでしょうか。 

 最後に、特別障害者手当についてであります。 
 特別障害者手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づいて支

給されております。１９８６年に制度が創設され、現在の月額２万６，９４

０円で、全国の受給者は２０１６年度で１２万２，７４６人となっておりま

す。 

 知事や市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その所管区域内に住所を

有する特別障害者に対し、特別障害者手当を支給するとされております。た

だし、１つ目として、障害者支援施設に入所しているとき、あるいは２つ目

としては、障害者支援施設に類する施設に入所しているとき、３つ目として
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は、病院または診療所に継続して３月を超えて入院するに至ったときには支

給されません。 

 特別障害者とは、２０歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の

障害であるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいうと

されております。 
 受給に当たっては所得制限があります。受給もしくその配偶者または扶養

義務者の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。 

 当町は何人受給しているでしょうか。そして、その認定基準、あるいは申

請手続はどのようになっているでしょうか。 
 そのことを質問して、壇上での質問といたします。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番、伊藤千作議員の壇上での質問が終わりました。 
 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、伊藤千作議員の質問にお答えいたします。 

 初めに、中高年のひきこもりの実態の調査と対策を立てていくべきとのご

質問でありますが、子供や若者とは違い、中高年のひきこもりの実態の把握

は大変困難なものと考えております。 
 町では、三種町社会福祉協議会に６人のコミュニティソーシャルワーカー

を配置し、総合相談支援窓口を設置しており、複合的な課題を抱える世帯へ

の支援を行っております。 
 親の介護などの相談の中でひきこもりが把握された場合に、関係機関と対

応について話し合うこともありますが、実際にひきこもりが改善、解決され

るまでには至っていない状況でございます。 
 中高年のひきこもりには、失業や借金、病気、発達障害などさまざまな要

因があると考えられますが、未婚、無職の子が親の年金を頼りに生活してい

るケースも多くあると言われ、ついには共倒れになる危険なども指摘されて

います。 
 現時点では、行政の支援体制も十分整備されていないのが実情であります

が、町としましては、民生児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援セン

ター、介護事業者など関係機関と連携しながら、支援策について検討してま

いりたいと考えております。 

 続きまして、自殺予防対策のご質問にお答えいたします。 
 初めに、当町の現状について申し上げます。 

 合併してから平成３０年までの自殺者数は９４名であり、地域ごとの内訳

は、琴丘地域が３１名、山本地域が３０名、八竜地域で３３名のとうとい命

が失われております。 

 昨年の自殺者数は１名と過去最少ではありましたが、残念ながら、ことし

に入ってからは５月末で３名の方が亡くなられております。 
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 マスコミ報道のとおり、秋田県内の自殺者総数は年々減少傾向にありまし

たが、ことしに入り、４月末までに７７名を数え、昨年同期に比べ増加して

いることから、去る５月２７日、県の自殺予防緊急対策会議が開催されてお

ります。会議では、特に高齢者の自殺が多いことから、高齢者対策として戸

別訪問など声かけの取り組みと、市町村や地域団体などと連携した地域の実

情に応じたきめ細かな対策を実施することとしております。 

 町といたしましても、国の自殺対策基本法に基づき、「ともに支え合いな

がら、一人ひとりが安心して暮らすことができるまち、三種町」を基本理念

に掲げ、平成３１年３月に三種町自殺対策計画を策定いたしました。 
 町で行っている具体的な自殺対策事業としては、小中学校での「いのちの

大切さ」講座の開催を初め、相談窓口として生活に関する相談会や臨床心理

士によるこころの相談会を年６回ずつ開催しております。 

 また、インターネットでのストレス診断「こころの体温計」を導入し、活

用していただいており、さらに町と連携した町内３つのボランティアグルー

プが自殺予防活動を行い、それぞれが集落での出前交流サロンを開催するこ

とで、交通手段のない高齢者の孤立防止に大いに役立っております。 

 自殺予防普及啓発事業としては、町民祭での自殺予防フォーラム、広報へ

の「こころ通信」の掲載などを行っており、自殺予防に関する各種事業を進

めているところであります。 
 自殺予防には、人と人とのつながりが重要であると考えております。今後

も、関係機関や各種団体と連携しながら、身近にいる人が悩んでいる人に気

づき、声かけや必要な支援につなげるゲートキーパー養成講座を開催するな

ど、自殺予防対策の人材育成に重点を置きながら、きめ細かな対策を講じて

まいりたいと考えております。 

 続きまして、特別障害者手当についてのご質問にお答えいたします。 
 当町における特別障害者手当の受給者は、現在３０名いらっしゃいます。 

 認定基準につきましては、政令で詳細に規定されておりますが、一部を申

し上げますと、例えば「両眼の視力が０．０４以下」「両耳の聴力が１００

デシベル以上」「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」「両下肢の機能

に著しい障害を有するもの」などといった、政令で規定する重度の障害が２

つ以上重複していることが必要であります。 
 また、申請手続につきましては、障害者手帳交付時に障害福祉サービス等

一覧表で制度内容や所得要件等について説明し、申請を受け付けておりま

す。 
 町は、申請のサポートをして、県の山本福祉事務所に進達する事務を行っ

ており、特別障害者に該当するかどうかの判定と、該当者への手当の支給は

山本福祉事務所で実施しておりますので、ご理解をお願いいたします。 
 以上であります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 
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 ３番、伊藤千作議員の再質問を許します。３番。 
３番 （ 伊藤千作 ） 

 今、町長からるる答弁がありました。なかなかひきこもりというものは、

非常に対策としても大変難しい問題がいろいろあろうかと思いますし、世間

体が悪いから隠しておきたいという意識がずっと働くというふうなことが

あって、ひきこもり、イコール、恥だという思いがずっと強いものですか

ら、自治体あるいは警察等ともなかなか踏み込めない、かかわれないという

ところがずっと背景にあるので、非常に問題が難しいと私は思うんです。 
 この対策もいろいろ考えていかないといけないんだけれども、なかなかそ

の対応、対策が思うように進んでいないということ。これは、県の段階で

は、こういう窓口を設置して、秋田県で対策を立てているものでしょうか。

全国の都道府県では、１カ所ぐらいずつはそういう窓口を立ててやっている

かと思うんですけれども、県段階ではそういう対策を立てているものです

か。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 

福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 ひきこもりに対するものは、ちょっと我々は把握しておりません。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 
３番 （ 伊藤千作 ） 

 若年のひきこもりもそうですけれども、「８０５０問題」はより深刻な問

題だね。いずれ親がどんどん年いって亡くなっていくということが当然危惧

されるわけで、この５０代の方がそのままいくと、とんでもない事態に追い

込まれていくということになるので、これは早急にやっぱりきちっと対策を

立てるようなことをやっていかないといけないと思うんだけれども。 
 今、言われている有効なことという中の一つに、親とかが悩みを話せる、

あるいは相談できる、そういう体制をまずつくるべきだということが有効策

の一つとして打ち出されているんです。 
 ですから、三種町でも、なかなか大変なこれは課題なんですけれども、

さっき言った、何人かでいろんなことで対応しているという、その中身の一

つに、相談できる窓口をきちっとやっぱりつくって、こういうところがあり

ますよというふうなことを広報で徹底させるということをまず、とりあえず

やっていけばどうでしょうかと。そこからまず始めてみたらどうかなと思う

んです。それからいろいろ広げて、あるいは全国の例も含めて対応してい

く、考えていくということなどもやれればいいかなと。 

 とりあえず、親の方々が気軽に相談できると。こういう体制をまずつくる

ということで、広報で徹底していくということをやればどうでしょう。とり

あえず、まず、どうでしょう。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 福祉課長。 
福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 三種町といたしましては、地域福祉活動計画というものを策定しておりま

す。その中で、社会福祉協議会に総合相談窓口、「ふれあいあんしんセン

ター」という相談窓口を設置しまして、ちょっと広報不足で知名度は低いの

でありますが、家庭の総合相談に対する窓口業務、それとケースワーカー６

名で、旧町２名ずつの配置を行っております。全て役場からの補助金で賄っ

て対応しておりますが、なかなか周知が徹底されていないかとも思われて、

知らない方もおられると思いますけれども、その中で、昨年度の実績とし

て、ひきこもりとは言えないかもしれませんが、就労支援に対する相談が６

件ございまして、それに対応したという話を聞いております。 
 ですが、それがすぐに就労に結びつくとか、そういうひきこもりが治ると

かという問題にはまだ達していないという、かなり難しい現状であるという

話は聞いております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 

 確かに、一朝一夕というか、すぐに、やったから効果が出るというふう

な、そういうあれでなくて、大変難しい問題なんです、これは。 
 そういう窓口を設けて、そして高齢の親御さんとか、あるいは親戚の

方々、その方々に呼びかけて、やっぱりきちっと相談してもらうこと。気軽

に相談できる、そういう体制づくりというのかな、そういうことをまず手始

めにやって、この問題に取りかかっていくということが私は非常に大事なの

ではないかと思います。 

 何か全国の例では、高齢の方の家をリフォームすると。階段とかいろんな

ことを、高齢になったから直さんねばだめだというふうなことで、リフォー

ムの段階でいろいろ、ケースワーカーとか、その方々と相談して、そうした

ら、ひきこもりの人がいるということがわかって、その中で対応していっ

て、問題解決につながっていったという例があるんですよね。 
 だから、一朝一夕ですぐ、こうやれば、ばっとうまく解決できるというこ

とではなくて、粘り強く、行政でやれるべきところをちょっとやって、そこ

につなげていくということをぜひやっていただければなと思います。 
 それで、これはやっぱり息の長い問題だと思うんですよ。なかなか解決で

きないでいくというふうなことになっていくわけだから、これはやっぱり息

の長く、粘り強く対応していくということで、ぜひこの問題では取り組みを

強めていただきたいと思います。 

 このひきこもりについては、担当課長、決意を含めて、ちょっと。どう

ぞ。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 
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福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 お答えいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、ひきこもりの実態というものは、民生児童

委員さん、地域の方がよく一番把握している状況下にあります。それから、

コミュニティソーシャルワーカーの方も、介護支援の事業所の方も把握して

はおるんですが、実数を積み上げたこともございませんし、また、それに対

して児童虐待とかの緊急の対応と違いまして、介入するということになる

と、さまざまな問題もございます。親の介護の申請をするときに実態調査

が、把握できることがほとんどでございますので。 
 今、総合相談窓口をベースにして、町と、社協と、民生委員さんとで地道

に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 
３番 （ 伊藤千作 ） 

 そういうことで頑張っていってほしいと思います。 

 ２つ目の、自殺予防対策、これも大変な課題であります。 
 昨年は、三種町は１人で、ことしに入ってもう３人ということで報告があ

りましたけれども、昔々と、かなり前は秋田県が自殺者が全国ワースト１と

いうのがずっと続いてきた当時、旧琴丘町時代でも、秋田県でもトップの自

殺者と言われた時代があったんですよ。あのときはかなりの人数がみずから

命を絶つという大変な状況でありました。 
 それで、行政の皆さん、それぞれ自殺予防対策に力を入れてきて、県全体

もそうですけれども、去年あたりはワースト１を脱却したのかな。ずっと秋

田県はワースト１で来ていたんだけれども、去年あたりは秋田県もワースト

１から脱却してきていると思います。それは、日ごろのたゆまぬ努力を行っ

てきた結果だと思うんです。 
 三種町も、いろんな自殺予防対策を、担当課を含めて力を入れて、かなり

やってきたと私は思っております。去年は、まず最少の１人というところま

で来ました。これはやっぱり、行政、あるいは自殺者ゼロに向けた取り組み

がそういう結果につながってきただろうと思います。 
 できれば、そういう対策を網羅して、今後もそれに向けた取り組みを大い

に強めて、今まで効果のあるというふうなことでは、いろいろ試行錯誤をし

てやってきただろうと思うので、それに付随して、上回るようないろいろ対

策も立てながら、きちっとやっていければいいかなと思うんですけれども。 
 これは何か、県では対策を立てた、この間、会議をやった上で、いろいろ

対策を立てているようですけれども、その中の一つに、啓発を行うほか、職

場のメンタルヘルスについて学ぶ企業向けのゲートキーパー養成講座を開催

回数１回から３回にふやすとかということなどもあるんだけれども、町長が

さっき、三種町の予防対策で、今までいろいろやってきたことなども紹介し
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ておりましたけれども、新たに今年度からこれを追加してやろうとかという

ふうなことの特徴的なものはあるんですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 健康推進課長。 
健康推進

課長 

（ 佐々木恭一 ） 

 お答えいたします。 

 先ほどの町長の答弁にもありましたし、議員、今おっしゃったとおり、本

年度、いわゆるゲートキーパー養成講座、身近にいる人が悩んでいる人に気

づいてあげる人を養成するという講座を町でも行いたいと考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 
３番 （ 伊藤千作 ） 

 国では新たに自殺予防対策で、こういうふうなことの取り組みを、新たに

法律をつくったんですよね。この新たな法律では、精神、神経、医療研究セ

ンターから独立した新組織を国が新たに指定し、保健や医療、福祉、教育、

労働といった分野から、各自治体の自殺対策を検証し、地域の実情に則した

助言を行うことを、この新たな組織は予定しているということなども、国も

新たにそういう対策、あるいは県もそうでしょうし、町としても大いにそれ

らを含めて自殺予防対策に力を入れて、本当に自殺する人がゼロというとこ

ろを目指して大いに取り組みを強めて、頑張っていただきたいと思っており

ます。自殺予防はこれで終わります。 

 最後に、特別障害者手当について、三種町で３０人該当しているというこ

とで、やっておりますけれども、これは寝たきりで介護４、５の人も対象に

なると言われていますよね。寝たきりの状態で、介護度の４と５の人。これ

は在宅で常時介護を必要とする人もこの対象になると言われているんですけ

れども、こういう方々は対象になっているものですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 
福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 特別障害者手当の対象にはなっておりません。ただ、所得税法上の特別障

害の控除の対象には、介護の４、５の人はなっております。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 

 これは、要介護４、５の人で、在宅で常時介護を必要とする人は、役所の

障害福祉の窓口では、介護保険担当課ではなくて、別の障害福祉の窓口でこ

れを相談されたらいいのではないかということ。これは、申請は当然、さっ

き答弁があったように、医者の診断が必要になってきて、その上でやってい

るんでしょう、当然ね。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 

福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 お答えいたします。 
 医師の診断書に基づきますことは当然でございますし、さっきの町長の答

弁にもございましたとおり、障害の政令で定める基準の２つ以上のものに該

当する、いわゆる、通常、状態としては、寝たきり状態という表現になるん

ですが、それに該当する方が対象となります。それを対象とするというか、

決定するところは山本福祉事務所でございまして、私どもとしては申請のお

手伝いをするということだけになっております。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 
３番 （ 伊藤千作 ） 

 そうすれば、要介護度４、５の人でも対象になっていないということなの

かな。ちょっと調べてもらって。 

 この要介護度４、５の人は、第３特別障害者手当の個別基準の第１条第２

項第３号に該当する障害に該当すれば受給できると。そうなっているんだけ

れども、いずれ４、５の人で、寝たきりで介護されている方々は該当になる

ということに全国的になっているようなので、三種町でもしそういうことに

なっていない方がいれば、なるんだということで、該当できるように進めて

もらえればなと。 
 だから、調査してほしいなと思うんですけれども、どうでしょう。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 福祉課長。 
福祉課長 （ 加賀谷 司 ） 

 お答えいたします。 
 いずれにしろ、該当者が３０名ということでございますので、要介護度

４、５の方も含めると、相当の人数になると思うんですよ。それを、今、調

査しますけれども、該当になるものであれば、福祉事務所と相談して、該当

にしてもらいたいと思います。（「終わります」の声あり） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番、伊藤千作議員の一般質問を終わります。 
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会です。 
  

 

                          午後２時１１分  散 会 
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